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地
券
は
一
名
幽
契
と
も
言
わ
れ
、
漢
代
以
後
の
古
墓
に
見
ら
れ
る
一
種
の
明
器
で
あ
る
。
質
地
は
、
鉛
・
木
・
玉
石
・
薦
・
摩
崖
等

で
、
券
上
の
文
字
は
、
多
く
は
質
地
に
刻
み
つ
け
る
が
、
朱
墨
を
も
っ
て
書
爲
し
た
も
の
も
あ
る
と
い
う
。
清
代
中
葉
以
後
、
金
石
類

の

枚
藏
家
の
圓
録
に
よ
っ
て
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
戦
後
は
「
考
古
」
・
「
文
物
」
な
ど
の
考
古
学
の
専
門
誌
に
新
し
く

出
土
し
た
地
券
が
ま
ま
報
告
さ
れ
て
い
る
。
今
、
羅
振
玉
の
「
地
券
徴
存
」
・
「
貞
松
堂
集
古
遺
文
」
等
や
「
文
物
」
な
ど
か
ら
、
そ

の

い

く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
考
釈
し
、
問
題
点
を
抽
繹
し
て
み
た
い
。
墓
間
の
遺
文
は
だ
い
た
い
類
型
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

特
徴
的
な
い
く
つ
か
を
理
解
す
れ
ば
、
他
の
遺
文
の
讃
解
に
磨
用
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
申
國
の
典
籍
で
文
券
の
記
事
が
現
わ
れ
る
の
は
、
経
書
で
は
「
周
禮
」
・
「
禮
記
」
が
最
初
で
あ
る
が
、
孟
嘗
君
門
下
の
客
漏
媛
が

蒔
に

使

し
て
券
書
を
焼
い
た
こ
と
、
漢
の
高
租
が
ま
だ
酒
上
の
亭
長
で
あ
っ
た
頃
、
常
に
王
温
・
武
負
の
こ
老
母
の
処
で
契
券
で
酒
を

飲
ん
で
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
話
柄
で
あ
る
。
す
で
に
「
葡
子
」
君
道
篇
に
は
、
　
「
符
節
を
合
し
契
券
を
別
つ
は
、
信
を
爲
す
所
以
な

り
」
と
言
い
、
劉
煕
の
「
釈
名
」
に
は
釈
書
契
の
一
篇
が
有
り
、
王
褒
の
「
債
約
」
、
石
崇
の
「
奴
券
」
は
、
史
を
讃
む
も
の
の
よ
く

知
る
所
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
地
券
の
こ
と
が
文
献
に
見
え
る
の
は
、
あ
ん
が
い
お
そ
く
、
南
宋
末
の
周
密
の
「
癸
辛
雑
識
」
別
集
下
に
、
「
買
地
券
」
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二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

と
題
し
て
、
「
今
人
、
墓
を
造
る
に
、
必
ず
買
地
券
を
用
う
。
梓
木
を
以
て
こ
れ
を
爲
く
り
、
朱
書
し
て
云
う
、
〈
銭
九
萬
九
千
九
百

　
　
　
　
　
も
つ

九
十
九
文

を
用
て
買
い
、
某
地
に
到
る
云
々
V
と
。
此
れ
村
巫
の
風
俗
か
く
の
如
し
、
殊
に
笑
う
可
し
と
爲
す
。
元
遺
山
の
績
夷
堅
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ば
　
　
　
　
ト
　
シ

を
観
る
に
及
び
、
載
す
〈
曲
陽
の
燕
川
の
青
陽
覇
に
、
人
、
墓
を
起
き
て
鐵
券
を
得
る
あ
り
、
金
字
を
刻
み
て
云
う
、
忠
臣
王
虞
存
を

勅
葬
し
、
銭
九
萬
九
千
九
百
九
十
九
貫
九
百
九
十
九
文
を
賜
う
〉
と
。
此
れ
唐
の
哀
宗
の
時
な
り
。
然
ら
ば
此
の
事
由
來
久
し
」
と
見

え
る
の
は
、
そ
の
早
い
例
で
あ
る
。
明
代
後
期
の
戯
曲
作
家
と
し
て
著
名
な
徐
清
（
字
は
文
長
、
漸
江
山
陰
の
人
）
の
五
言
古
詩
に
、
「
柳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

元
穀
得
る
所
の
巫
日
の
太
康
間
の
家
中
の
杯
及
び
瓦
券
を
以
て
來
り
余
の
手
糟
二
首
に
易
う
」
と
題
す
る
二
首
が
あ
り
、
詩
序
に
こ
の
券

文
を
引
い
て
お
り
、
萬
暦
元
年
に
山
陰
の
二
十
七
都
（
「
日
知
録
」
二
＋
二
に
引
く
「
瀟
山
縣
志
」
に
、
「
郷
を
改
め
て
都
と
爲
し
、
里
を
改
め
て

圓

と
爲
す
は
、
元
よ
り
始
ま
る
」
と
い
う
）
で
登
掘
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
後
に
こ
の
地
券
は
、
清
代
乾
隆
朝
の
画
家
で
詩
人
で
も
あ
っ
た

漸
江
山
陰
の
童
鉦
の
所
藏
に
蹄
し
、
洪
亮
吉
の
「
巻
施
閣
詩
」
八
に
牧
め
る
「
童
上
舎
鉦
所
藏
晋
太
康
五
年
買
地
荊
歌
」
は
、
こ
の
地

券
の
こ
と
を
詠
じ
た
詩
で
あ
る
。
洪
氏
の
「
東
菅
彊
域
志
」
は
、
地
券
に
見
え
る
闘
澤
・
黄
膝
等
の
地
名
を
山
陰
縣
下
に
牧
め
て
い
る
。

又

た
、
「
北
江
詩
話
」
六
に
も
、
銭
大
所
の
「
十
駕
齋
養
新
録
」
十
五
に
も
こ
の
地
券
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
、
當
時
、
士
流
の
間
に

か

な
り
有
名
な
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
羅
振
玉
の
「
地
券
徴
存
」
に
よ
る
と
、
「
高
さ
七
寸
三
分
、
廣
さ
四
寸
五
分
、

五
行
、
行
字
等
し
か
ら
ず
、
草
隷
書
も
て
瓦
上
に
刻
す
」
と
い
う
。
先
づ
こ
の
地
券
か
ら
始
め
よ
う
。

　
　

（
1
）
大
男
楊
紹
從
土
公
買
家
地
一
丘
。
東
極
闘
澤
。
西
極
黄
膝
。
南
極
山
背
。
北
極
於
湖
。
直
銭
四
百
萬
。
即
日
交
畢
。
日
月

　
爲
讃
。
四
時
爲
任
。
大
康
五
年
九
月
廿
九
日
。
封
共
破
前
民
有
私
約
如
律
令
。

　
大
男
楊
紹
、
土
公
よ
り
家
地
一
丘
を
買
う
。
東
は
闘
澤
に
極
ま
り
、
西
は
黄
膝
に
極
ま
り
、
南
は
山
背
に
極
ま
り
、
北
は
湖
に
極
ま

　
あ
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ

る
。
直
銭
四
百
萬
。
即
日
交
畢
り
、
日
月
を
讃
と
な
し
、
四
時
を
任
と
な
す
。
太
康
五
年
（
二
八
四
）
九
月
廿
九
日
。
封
し
て
共
に



「
民
有
私
約
如
律
令
」
　
（
民
に
私
約
あ
り
律
令
の
如
し
）
を
破
前
す
。

　

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
買
地
券
で
は
な
く
、
鎭
墓
券
で
あ
る
。
所
有
者
の
定
ま
っ
て
い
な
い
原
野
な
ど
に
地
を
ト
し
、
開
拓
し
て
墓
地
と

し
て
占
有
し
て
子
孫
に
伝
え
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
地
が
土
地
紳
と
の
費
買
契
約
に
よ
っ
て
得
た
わ
が
家
の
墓
地
で
あ
る
こ
と
を
謹
明

す

る
た
め
に
、
瓦
（
甑
）
上
に
墓
域
の
四
至
、
姓
氏
、
年
月
等
を
刻
字
し
土
申
に
埋
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
男
楊
紹
は
、
楊
家
の
長
男

楊
紹
の

意
。
土
公
は
、
土
地
祠
。
俗
に
后
土
皇
帝
、
土
地
爺
な
ど
と
も
言
う
。
直
銭
四
百
萬
は
、
言
わ
ば
土
公
に
払
う
土
地
代
と
し
て

四

百
萬
文

を
土
中
に
埋
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
墓
地
に
銭
を
埋
め
る
こ
と
は
既
に
漢
代
か
ら
史
籍
に
現
は
れ
、
「
漢
書
」
張
湯
伝
に
「
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
い

人
有
盗
登
孝
文
園
痙
銭
」
　
（
會
た
ま
人
孝
文
園
の
痙
銭
を
盗
登
す
る
有
り
）
と
見
え
、
如
淳
の
注
に
「
痙
は
、
埋
な
り
。
銭
を
園
陵
に
埋
め

以
て

死
を
送
る
」
と
い
う
。
後
世
に
は
紙
銭
が
用
い
ら
れ
、
　
「
新
唐
書
」
王
瑛
伝
に
、
　
「
漢
よ
り
以
來
、
葬
喪
に
皆
な
痙
銭
あ
り
、
後

世
の
里
俗
や
や
紙
を
以
て
銭
を
寓
し
鬼
事
を
爲
す
。
是
に
至
っ
て
瑛
乃
ち
こ
れ
を
用
う
」
と
見
え
る
。
　
「
即
日
交
畢
」
は
、
そ
の
日
の

う
ち
に
支
払
を
す
ま
せ
た
意
。
　
「
日
月
爲
謹
、
四
時
爲
任
」
は
、
日
月
四
季
を
保
謹
人
と
す
る
こ
と
。
　
「
説
文
」
・
「
廣
雅
」
澤
言
に
、

「
任
、
保
也
」
と
あ
り
、
任
は
保
任
、
つ
ま
り
保
守
負
任
の
義
。
破
前
は
、
木
札
な
ど
に
字
を
書
い
て
字
行
の
中
央
を
二
分
し
、
當
事

者
で

あ
る
爾
人
が
ひ
と
つ
づ
つ
持
っ
て
後
日
の
謹
握
と
す
る
券
書
を
作
る
こ
と
を
い
う
。
　
「
輝
名
」
稗
書
契
に
、
　
「
前
は
、
別
な
り
。

中
央
に
大
書
し
、
中
破
し
て
こ
れ
を
別
つ
な
り
」
と
。
　
「
周
禮
」
小
宰
に
見
え
る
傅
別
の
こ
と
で
、
鄭
玄
の
注
に
「
傅
別
は
、
大
手
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か

を
一
札
に
爲
し
、
字
を
中
ち
て
こ
れ
を
別
つ
を
謂
う
」
（
博
別
、
謂
爲
大
手
書
於
一
札
。
中
字
別
之
）
と
。
こ
の
「
中
字
別
之
」
と
は
、
字
の

一
行
を
中
分
し
て
雨
方
に
分
け
る
こ
と
で
、
　
「
文
心
雛
龍
」
書
記
篇
に
い
わ
ゆ
る
「
字
形
牟
分
」
と
は
こ
の
こ
と
を
い
う
。
　
「
荊
」
は

「
別
」
の
愛
膿
で
、
「
廣
韻
」
十
七
蒔
に
荊
字
が
あ
り
、
コ
に
分
契
を
云
う
」
の
注
が
あ
る
が
、
蓋
し
符
契
は
多
く
竹
を
用
い
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
で
あ
る
。
「
前
」
字
は
が
ん
ら
い
竹
か
ん
む
り
で
あ
っ
た
の
が
、
草
か
ん
む
り
に
攣
じ
た
の
で
あ
る
と
い
う
（
「
緯
名
疏
讃
補
」
引
孫
諮

譲

説
）
。
「
如
律
令
」
は
、
地
券
に
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
誓
詞
。
こ
の
形
式
の
誓
詞
は
「
左
伝
」
僖
廿
四
年
に
、
　
「
公
子
（
匿
）
日
。
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ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

所
不
與
舅
氏
（
子
犯
）
同
心
者
。
有
如
白
水
」
（
公
子
曰
く
、
所
し
舅
氏
と
心
を
同
じ
く
せ
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
臼
水
の
如
き
有
ら
ん
）
と
見
え
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
か
え
　
　
　
　
も

こ
れ
は
河
伯
（
河
祠
）
に
誓
盟
す
る
辞
。
故
に
「
史
記
」
督
世
家
で
は
こ
の
記
事
を
、
　
「
重
耳
曰
く
、
若
し
國
に
反
り
、
所
し
子
犯
と

　
　
　
　
　
こ
と

共
に
せ
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
河
伯
こ
れ
を
覗
よ
」
と
表
現
し
て
い
る
。
「
左
伝
」
に
は
、
「
所
…
…
…
者
、
有
如
河
」
、
「
所
…
…
…
者
、
有

若
大
川
」
、
「
所
…
…
…
者
、
有
如
日
」
、
「
所
…
…
…
、
有
如
先
君
」
、
「
所
…
…
…
者
、
有
如
陳
宗
」
等
の
形
式
の
誓
詞
が
屡
見
す
る
が
、

白
水
・
河
・
大
川
・
日
・
先
君
・
陳
宗
等
は
、
指
盟
す
る
所
の
紳
・
祀
雷
巫
で
、
も
し
こ
の
誓
約
に
背
け
ば
、
肺
に
盟
う
如
き
の
稠
罰
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
も
し

受
く
べ
し
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
因
に
言
う
。
誓
詞
中
の
所
字
は
假
設
連
詞
で
、
王
引
之
の
「
経
伝
稗
詞
」
に
は
「
所
猶
若
也
。
或
也
」
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
書
」
牧
誓
の
「
爾
所
弗
助
、
其
干
爾
躬
有
鐵
」
、
「
論
語
」
雍
也
篇
の
「
予
所
否
者
、
天
厭
之
、
天
厭
之
」
の
所
字
は
こ
の
例
で
あ
る
。
古
書
を
讃
む

も
の
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
）
。
「
昔
書
」
祀
趣
伝
に
も
、
「
帝
乃
以
逝
爲
奪
威
將
軍
・
豫
州
刺
史
。
…
…
…
伍
將
本
流
徒
部
曲
百
鯨
家
渡
江
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
も

中
流
撃
揖
而
誓
日
。
租
泌
不
能
清
中
原
而
復
濟
者
。
有
如
大
江
」
　
〔
帝
乃
ち
泌
を
以
て
奪
威
將
軍
・
豫
州
刺
史
と
爲
す
。
…
…
…
循
り
て
本
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た

流
徒
の
部
曲
百
鯨
家
を
將
い
て
江
を
渡
り
、
中
流
に
て
揖
を
撃
ち
誓
っ
て
曰
く
、
岨
遜
、
申
原
を
清
め
る
こ
と
能
わ
ず
し
て
復
た
濟
ら
ば
、
大
江
の
如
き
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

ら
ん
）
と
。
又
た
蘇
拭
「
遊
金
山
寺
」
詩
に
、
「
我
謝
江
祠
宣
得
巳
。
有
田
不
婦
如
江
水
」
（
我
は
江
坤
に
謝
す
登
に
已
む
を
得
ん
や
、
田
あ
り

て
蹄

ら
ず
ん
ば
江
水
の
如
く
な
ら
ん
）
と
。
前
者
は
、
租
泌
が
申
原
を
平
定
し
て
再
び
長
江
を
渡
り
建
鄭
に
蹄
っ
て
く
る
こ
と
を
、
後
者
は
、

蘇
鈷
が
必
ず
家
郷
に
蹄
る
こ
と
を
、
自
ら
江
紳
に
誓
っ
た
語
で
あ
る
。

　

さ
て
、
　
「
民
有
私
約
如
律
令
」
は
、
こ
の
誓
約
に
背
け
ば
、
天
帝
の
律
令
の
如
き
罰
を
受
く
べ
し
の
意
で
あ
ろ
う
が
、
地
券
の
誓
詞

に
は

「
急
急
如
律
令
」
・
「
如
五
帝
使
者
女
青
律
令
」
・
「
如
天
帝
律
令
」
等
が
見
え
る
。
　
「
文
選
」
に
牧
め
る
陳
琳
の
「
爲
衰
紹
撤

豫
州
」
の
末
尾
に
「
如
律
令
」
が
あ
る
の
も
、
曹
操
の
首
を
得
た
も
の
は
五
千
戸
に
封
ぜ
ら
れ
、
賞
銭
五
千
萬
と
か
、
將
校
諸
吏
の
降

伏
す

る
も
の
は
不
問
に
付
す
る
と
い
う
聲
明
は
決
し
て
虚
偽
で
な
い
こ
と
を
誓
っ
た
語
で
あ
る
。
　
や
は
り
陳
琳
の
「
撤
呉
將
校
部
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
」
の
末
尾
に
「
如
詔
律
令
」
（
詔
は
宿
字
）
が
見
え
る
が
、
孫
権
に
背
い
て
立
ち
上
が
る
も
の
に
與
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
爵
賞
の
科
條



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は

左
の
如

く
で
、
こ
れ
は
決
し
て
虚
語
で
な
い
こ
と
を
誓
っ
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
の
「
文
選
」
に
は
各
本
と
も
「
如
詔
律
令
」
と
詔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

字
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
文
意
を
案
ず
る
に
、
　
「
…
…
…
故
令
往
購
募
爵
賞
。
科
條
如
左
。
撤
到
。
詳
思
至
言
。
如
律
令
」
の
次
の

行
に
、
「
詔
日
」
　
と
し
て
褒
賞
の
科
條
が
列
畢
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
こ
の
科
條
の
部
分
は
侠
し
て
伝
わ
ら
ず
、
詔
字

の

み

が

「如
詔
律
令
」
と
し
て
残
っ
た
の
で
あ
る
と
思
う
。
　
「
有
天
帝
教
如
律
令
」
　
（
鍾
仲
游
妻
鎭
墓
券
）
、
「
有
天
地
教
如
律
令
」
　
（
劉

伯
平
鎭
墓
券
〉
と
い
う
誓
詞
は
、
幽
界
に
つ
い
て
の
呪
術
‖
宗
教
的
な
原
始
信
仰
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

　

「
急
急
如
律
令
」
も
地
券
に
よ
く
見
か
け
る
誓
詞
で
あ
る
が
、
後
世
、
道
家
の
符
呪
の
末
句
に
多
く
用
い
ら
れ
る
。
黄
伯
思
（
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ば

七
九

～
＝
一
八
）
の
「
東
観
除
論
」
に
、
近
年
、
関
右
の
人
が
地
を
襲
い
て
得
た
と
い
う
古
釜
中
に
あ
っ
た
東
漢
時
代
の
竹
簡
の
文
字

を
載
せ
て
い
る
（
汲
古
閣
本
巻
上
ノ
四
十
五
左
。
南
宋
の
趙
彦
衛
の
「
雲
麓
漫
⑨
」
七
に
も
引
い
て
い
る
が
、
宣
和
申
の
こ
と
と
し
て
い
る
の
は
傳
聞

の
誤

り
。
そ
れ
だ
と
黄
伯
思
の
死
後
の
こ
と
に
な
る
）
。
そ
の
詞
に
言
う
。
　
「
永
初
二
年
六
月
丁
未
朔
。
二
十
日
丙
寅
。
得
車
騎
將
軍
莫
府
文

　
　
　
　
　
　
　
　

書
。
上
郡
『
都
尉
玲
議
襯
・
薯
守
丞
莚
義
縣
△
巾
三
水
。
＋
月
丁
未
到
府
受
印
綬
。
葵
討
撃
。
急
急
如
律
令
」
㊧
初
二

年
六
月
丁
未
朔
、
二
十
日
丙
寅
、
車
騎
將
軍
の
莫
府
の
文
書
を
得
た
り
。
上
郡
周
國
都
尉
・
中
二
千
石
守
丞
・
廷
義
縣
令
三
水
、
十
月
丁
未
、
府
に
到
り

て

印
綬
を
受
け
、
夫
を
登
し
て
畔
莞
を
討
た
ん
。
急
急
如
律
令
）
と
。
趙
彦
衛
が
、
　
「
急
急
如
律
令
は
、
漢
の
公
移
の
常
語
、
猶
ほ
今
ま
〈
符

到
奉
行
〉

と
云
う
が
ご
と
し
。
張
天
師
は
漢
人
、
故
に
こ
れ
を
承
用
し
、
道
家
つ
い
に
祀
述
す
る
を
得
た
り
」
と
言
う
の
は
臆
説
に
す

ぎ
ぬ
。
公
移
の
常
語
で
あ
る
に
し
て
も
、
が
ん
ら
い
は
誓
詞
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
こ
の
漢
簡
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
い
わ
ゆ
る
「
年
月
朔
日
子
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の
陳
琳
の
「
撤
呉

將
校
部
曲
文
」
の
起
首
に
も
年
月
朔
日
子
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
撤
文
で
は
年
月
の
下
に
朔
を
繋
け
て
、
朔
の
干
支
を
言
い
、
さ
ら
に
こ

の

下
に
朔
の
第
幾
日
と
當
日
の
干
支
を
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
金
石
文
に
は
年
月
朔
日
子
を
穂
す
る
も
の
が
多
い
が
、
地

券
に

も
こ
の
例
が
か
な
り
あ
り
、
孫
成
買
地
券
の
「
建
寧
四
年
九
月
戊
午
朔
廿
八
日
乙
酉
」
、
房
桃
枝
買
地
券
の
「
中
平
五
年
三
月
壬

地
券
徴
存
考
稗

五



申
国
思
想
史
研
究

ノ、

午
朔

七

日
戊
午
」
、
朱
曼
妻
醇
買
地
券
の
「
晋
威
康
四
年
二
月
壬
子
朔
四
日
乙
卯
」
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。
日
時
を
表
現
す
る
方
法
に

は
、
古
く
は
「
春
秋
」
三
伝
の
よ
う
に
干
支
を
書
い
て
日
の
無
い
も
の
、
「
尚
書
」
偽
武
成
篇
に
見
え
る
芳
死
塊
・
哉
生
明
等
が
あ
り
、

「宋
書
」
禮
志
二
に
引
く
當
時
の
儀
注
（
禮
式
）
に
は
、
「
年
月
日
。
尚
書
令
某
甲
上
」
、
　
「
年
月
朔
日
子
。
尚
書
令
某
甲
下
」
と
い
う

公
移
の

形
式
が
見

え
て
い
る
。
年
月
朔
日
子
を
書
く
こ
と
は
、
地
券
で
は
後
世
ま
で
行
は
れ
て
い
た
ら
し
く
、
「
地
券
徴
存
」
に
引
く

金
の
明
昌
二
年
の
趙
通
買
地
券
、
明
の
景
泰
七
年
の
李
口
口
買
地
券
、
高
麗
の
皇
統
三
年
の
僧
世
賢
買
地
券
等
に
も
見
出
さ
れ
る
。

　
一
般
的
に
言
え
ぱ
、
金
石
文
や
木
簡
に
年
月
朔
日
子
が
記
載
き
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
物
件
の
眞
贋
や
年
月
干
支
の
正
誤
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
て
が
か
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め

る
ひ
と
つ
の
有
力
な
線
索
と
な
る
。
今
、
黄
伯
思
の
引
く
漢
簡
に
就
い
て
試
し
て
み
よ
う
。
「
永
初
二
年
（
一
〇
八
）
六
月
丁
未
朔
二
十

日
丙
寅
」
の
日
付
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
ま
ま
で
は
正
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
三
正
綜
覧
」
　
（
明
治
士
二
年
内
務
省
地
理
局
編
）
に
よ

る
と
永
初
二
年
六
月
朔
は
乙
未
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
一
一
十
日
は
甲
寅
と
な
る
。
も
し
、
も
う
三
年
早
め
て
延
平
元
年
（
一
〇
六
）
と
す

る
と
「
六
月
丁
未
朔
二
十
日
丙
寅
」
は
こ
の
ま
ま
成
立
す
る
。
黄
伯
思
は
「
古
登
中
、
東
漢
時
の
竹
簡
甚
だ
多
く
有
り
、
往
往
散
乱
し

て

考

う
可
か
ら
ず
。
濁
り
永
初
二
年
の
差
を
討
つ
の
符
は
、
文
字
筒
ほ
完
く
皆
な
章
草
書
に
し
て
、
書
蹟
古
雅
、
喜
ぶ
可
し
」
と
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て

い

る
が
、
年
月
干
支
が
こ
の
よ
う
に
齪
酷
し
て
は
、
何
人
か
の
暦
作
の
疑
い
濃
厚
で
あ
る
。
強
い
て
好
意
的
に
臆
測
す
れ
ば
、
「
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

平
元
年
」
と
あ
る
べ
き
個
所
の
文
字
が
明
亮
で
な
か
っ
た
た
め
に
、
後
人
が
意
を
以
て
誤
っ
て
「
永
初
二
年
」
と
補
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

い

つ
れ
に

せ

よ
、
黄
氏
が
こ
の
漢
簡
に
よ
っ
て
萢
史
孝
安
帝
紀
の
誤
謬
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
妥
當
で
な
い
。

（
2
）
漢
建
初
玉
買
地
券

建
初
六
年
十
一
月
十
六
日
乙

酉
武
孟
子
男
廉
嬰
買



馬
煕
宜
朱
大
弟
少
卿
家

田
南
廣
九
十
四
歩
西
長
六

十
八
歩
北
廣
六
十
五
東
長

七
十
九
歩
爲

田
廿
三
畝

奇
百
六
十
四
歩
直
銭
十
萬

二
千
束
陳
田
比
分
北
西
南

朱
少
比
分
時
知
券
約
趙
満

何
非
沽
酒
各
二
斗

／

　
建
初
六
年
（
八
＋
一
）
十
一
年
十
六
日
乙
酉
、
武
孟
子
の
男
靡
嬰
、
馬
煕
宜
・
朱
大
の
弟
少
卿
の
家
田
を
買
う
。
南
は
廣
さ
九
十
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
い

歩
、
西
は
長
さ
六
十
八
歩
、
北
は
廣
さ
六
十
五
（
歩
）
、
東
は
長
さ
七
十
九
歩
、
田
廿
三
畝
奇
り
百
六
十
四
歩
な
り
。
直
銭
十
萬
二
千

（
銭
）
。
東
は
陳
田
、
比
分
し
、
北
西
南
は
朱
少
（
の
田
）
、
比
分
す
。
時
の
知
券
約
趙
満
・
何
非
。
沽
酒
各
二
斗
。

　
清
朝
末
の
満
人
の
大
官
で
、
金
石
の
収
藏
に
富
む
端
方
の
所
藏
す
る
玉
版
上
に
刻
ま
れ
た
買
地
券
で
、
版
は
高
さ
三
寸
、
廣
さ
一
寸

九

分
と
い
う
。
第
三
行
の
第
二
・
三
字
は
分
り
に
く
い
字
で
、
姑
く
煕
宜
と
し
て
み
た
が
不
安
が
残
る
。
博
雅
の
教
示
を
侯
つ
。
第
七

行
末
の
萬
字
は
、
原
版
で
は
下
牢
分
が
省
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
刻
字
の
際
に
萬
と
す
る
だ
け
の
鹸
地
が
な
く
、
上
孚
分
だ
け
刻

ん

だ
の

で
あ
ろ
う
。

　

「
三
正
綜
覧
」
に
よ
る
と
、
建
初
六
年
十
一
月
の
朔
日
は
庚
午
で
あ
る
か
ら
十
六
日
は
乙
酉
と
な
る
。
こ
の
玉
版
の
日
付
は
正
確
で

あ
る
。
武
孟
子
男
靡
嬰
は
、
武
孟
子
の
男
子
靡
嬰
。
買
主
が
父
子
二
人
で
あ
る
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
靡
嬰
が
買

地
券
徴
存
考
繹

七



主
で

あ
る
が
、
當
然
父
子
の
共
有
財
に
な
る
。
費
主
は
馬
煕
宜
と
朱
大
の
弟
少
卿
の
二
人
で
、
こ
の
二
人
の
共
有
地
で
あ
ろ
う
。
　
「
陳

田
比
分
」
は
、
陳
氏
の
田
と
境
を
接
し
て
い
る
こ
と
。
比
は
、
と
な
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
　
「
漢
書
」
諸
侯
王
表
の
「
諸
侯
比

境
」
の
顔
師
古
の
注
に
、
「
比
は
、
相
い
接
次
す
る
を
謂
う
」
と
。
分
は
、
界
の
義
。
　
「
准
南
子
」
本
経
訓
に
、
　
「
古
者
、
天
子
は
一

畿
、
諸
侯
は
一
同
、
各
お
の
そ
の
分
を
守
り
て
相
い
侵
す
こ
と
を
得
ず
」
の
注
に
、
「
分
、
猶
界
也
」
と
。
　
「
時
知
券
約
」
は
、
そ
の

　
　
　
　
つ
か
さ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

時
、
券
約
を
知
る
も
の
の
意
で
、
立
會
人
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
「
沽
酒
各
二
斗
」
は
、
買
主
責
主
双
方
が
二
斗
つ
つ
の
酒
を
沽
っ
て

立
會
人
と
と
も
に
飲
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
最
終
行
の
末
尾
の
字
は
端
方
は
千
字
と
釈
し
て
い
る
が
、
羅
振
玉
が
釈
す
よ
う
に
こ
れ
は
斗

字
で
あ
る
（
「
嵩
里
遺
珍
」
・
「
碑
別
字
」
）
。
漢
代
の
｛
斗
は
ニ
リ
ッ
ト
ル
弱
。

　

（
3
）
孫
成
買
地
鉛
券

　
建
寧
四

年
九
月
戊
午
朔
廿
八
日
乙
酉
左
駿
厩
官
大
奴
孫
成
從
雛
陽
男
子
張
伯
始
責
所
名
有
廣
徳
帝
亭
部
羅
伯
田
一
町
買
銭
萬
五
千
銭

即

日
畢
田
東
比
張
長
卿
南

　
比
許
仲
異
西
蓋
大
道
北
比
張
伯
始
根
生
土
著
毛
物
皆
属
孫
成
田
申
若
有
戸
死
男
即
當
爲
奴
女
即
當
爲
脾
皆
當
爲
孫
成
趨

　
走
給
使

田
東
西
南
北
以
大
石
爲
界
時
芳
人
奨
永
張
義
孫
龍
異
姓
奨
元
祀
皆
知
張
約
沽
酒
各
㊤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
建
寧
四

年
（
一
七
一
）
、
九
月
戊
午
朔
、
廿
八
日
乙
酉
。
左
駿
厩
の
官
の
大
奴
孫
成
、
洛
陽
の
男
子
張
伯
始
よ
り
費
う
所
の
名
に
廣
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な

亭
部
の
羅
伯
の
田
一
町
有
り
。
質
銭
萬
五
千
銭
、
即
日
畢
る
。
田
、
東
は
張
長
卿
に
比
り
、
南
は
許
仲
異
に
比
り
、
西
は
大
道
に
蓋
き
、

　
　
　
　
　
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

北
は

張
伯
始
に
比
る
。
根
生
土
著
の
毛
物
は
、
皆
な
孫
成
に
属
す
。
田
中
に
若
し
戸
死
あ
ら
ば
、
男
は
即
ち
當
に
奴
と
爲
る
べ
く
、
女

は

即

ち
當
に
脾
と
爲
る
べ
く
、
皆
な
當
に
孫
成
の
た
め
に
趨
走
給
使
す
べ
し
。
田
の
東
西
南
北
は
大
石
を
以
て
界
と
爲
す
。
時
秀
人
奨



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど

永
・
張
義
・
孫
龍
、
異
姓
の
奨
元
租
皆
な
張
約
を
知
る
。
沽
酒
各
お
の
牛
。

　

こ
の
鉛
版
は
、
高
さ
一
尺
六
寸
六
分
、
廣
さ
一
寸
三
分
。
三
行
で
一
行
の
字
敷
は
等
し
か
ら
ず
、
隷
書
で
刻
ん
で
い
る
と
い
う
。

　

こ
の
地
券
の
年
月
朔
日
子
は
「
綜
覧
」
で
た
し
か
め
て
み
る
と
正
確
で
あ
る
。
左
駿
厩
は
、
車
馬
を
掌
る
太
僕
の
属
官
。
「
後
漢
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

百
官
志
二
に
、
「
本
注
に
曰
く
、
奮
と
六
厩
あ
り
、
皆
な
六
百
石
令
、
中
興
に
省
約
し
但
だ
一
厩
を
置
く
。
後
、
左
駿
令
・
厩
を
置
き
、

　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど

別
に
乗
輿
御
馬
を
主
り
、
後
或
は
井
省
す
」
と
。
大
奴
は
、
騎
奴
の
長
で
あ
ろ
う
。
　
「
漢
書
」
何
並
伝
に
「
王
林
卿
、
騎
奴
を
し
て

　
　
　
や
く
し
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

還
り
て
寺
の
門
に
至
り
、
刀
を
抜
き
そ
の
建
鼓
を
剥
か
し
む
」
と
。
「
潜
夫
論
」
浮
移
篇
に
「
富
貴
の
嫁
要
に
、
車
轄
各
お
の
十
、
騎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

奴
・
侍
種
、
毅
を
爽
み
節
引
す
」
と
い
う
。
「
從
洛
陽
男
子
張
伯
始
費
」
の
責
字
は
買
う
と
訓
む
。
偵
と
同
じ
。
「
周
禮
」
地
官
司
市
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
い
　
　
　
　
か
う
　
　
ま
ね

「
以
量
度
成
賢
而
徴
債
」
　
（
量
度
を
以
て
質
を
成
し
債
を
徴
く
」
と
。
鄭
玄
の
注
に
「
徴
は
、
召
な
り
。
償
は
、
買
な
り
。
物
、
定
質

あ
れ
ば
則
ち
買
う
も
の
來
る
」
と
い
う
。
　
「
掌
其
責
債
之
事
」
　
（
司
市
）
・
「
凡
國
之
責
償
」
　
（
質
師
）
の
責
債
は
、
み
な
責
買
の
意
で

あ
る
。
債
字
に
責
・
買
の
二
義
あ
る
こ
と
は
、
孫
詰
譲
の
「
周
禮
正
義
」
に
詳
し
く
見
え
る
（
楚
學
杜
本
巻
二
＋
七
ノ
四
左
以
下
）
。
廣
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ

亭
部

は
、
洛
陽
に
在
る
亭
部
の
名
稻
で
あ
ろ
う
。
亭
部
は
、
一
亭
の
部
る
所
の
地
域
を
い
う
。
　
「
漢
書
」
百
官
公
卿
表
上
に
、
「
大
率

十
里
一
亭
、
亭
有
長
。
十
亭
一
郷
、
…
…
…
郷
六
千
六
百
二
十
二
、
亭
二
萬
九
千
六
百
三
十
五
」
と
い
う
。
郷
の
下
、
里
の
上
に
在
る
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

政
厘
域
の
軍
位
が
亭
で
あ
る
。
羅
伯
は
、
地
名
で
は
あ
る
ま
い
。
後
漢
の
中
平
五
年
三
月
壬
午
朔
七
日
戊
子
の
日
付
の
あ
る
房
桃
枝
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

地
鉛
券
に
も
「
廣
徳
亭
部
羅
西
」
の
語
が
見
え
る
。
又
た
、
こ
れ
は
多
分
に
せ
も
の
だ
と
思
う
が
、
「
小
校
経
閣
金
文
拓
本
」
巻
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
み
ザ

に

引
く
漢
諸
葛
敬
買
地
鉛
券
に
も
「
青
簗
年
（
‖
亭
p
）
部
羅
伯
田
」
の
語
が
あ
る
。
「
説
文
」
に
「
羅
は
、
線
を
以
て
鳥
を
吾
す
る
な

り
」
と
あ
り
、
「
爾
雅
」
舞
器
に
「
鳥
吾
こ
れ
羅
と
謂
う
」
よ
う
に
、
鳥
あ
み
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
引
伸
さ
れ
て
、
あ
み
の
綜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

が
交

る
よ
う
に
縦
横
に
の
び
た
道
路
の
交
る
処
、
つ
ま
り
十
字
路
口
を
羅
と
言
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
伯
は
、
肝
阻
の
阻
の
こ
と

で
、
田
間
の
小
路
で
あ
る
が
、
南
北
を
肝
と
言
い
、
東
西
を
阻
と
い
う
。
阻
・
伯
は
同
音
の
字
で
古
音
は
と
も
に
莫
臼
切
で
あ
る
。
孫

地
券
徴
存
考
稗

九



中
国
思
想
史
研
究

一
〇

成
は

こ
の
羅
伯
に
そ
っ
た
田
一
町
を
買
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
町
は
、
田
一
雇
域
の
意
。
　
「
倉
韻
篇
」
に
、
　
「
町
、
田
厘
也
」
（
「
小
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

鉤
沈
」
光
緒
重
刊
本
巻
ニ
ノ
十
左
）
、
「
廣
韻
」
注
に
「
田
虞
」
と
い
う
。
町
は
面
積
の
軍
位
で
は
な
い
。
根
生
土
著
は
、
そ
の
土
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
と
か
ら
寄
生
し
て
い
る
意
。
そ
の
地
は
え
ぬ
き
の
。
後
世
は
根
生
土
長
と
か
、
土
長
根
生
と
も
い
う
。
元
人
の
「
張
天
師
」
雑
劇
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

三
折
・
「
麗
春
堂
」
雑
劇
第
四
折
等
に
見
え
る
。
毛
物
は
、
　
「
周
禮
」
大
司
徒
の
「
動
物
は
毛
物
に
宜
し
」
の
鄭
注
に
、
　
「
毛
物
は
、

　
・
狐
・
貌
・
絡
の
屠
、
縛
毛
（
‖
細
い
毛
）
の
も
の
な
り
」
と
い
う
。
「
田
中
若
有
戸
死
、
男
即
當
爲
奴
、
女
即
當
爲
脾
」
は
、
田
申

に

も
し
他
人
の
死
骸
が
あ
れ
ば
、
責
主
の
家
の
男
子
は
奴
と
し
て
、
女
子
は
姉
と
し
て
買
主
の
方
に
没
収
す
る
と
い
う
こ
と
。
か
つ
て

誰
か
の

墓
地
で

あ
っ
た
虚
を
、
だ
ま
し
て
つ
か
ま
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
取
き
め
で
あ
ろ
う
。
中
國
に
は
い
わ
ば
「
家
の
宗
教
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
の
「
祀
先
崇
拝
」
の
習
俗
が
あ
る
が
、
こ
の
「
家
」
は
ま
た
、
「
榊
は
非
類
を
散
（
1
1
饗
）
け
ず
、
民
は
非
族
を
祀
ら
ず
」
（
「
左
傳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　

ク
ル
ト
コ
ゲ
マ
イ
ン
シ
ヤ
フ
ト

僖
公
＋

年
）
と
い
う
命
題
に
要
約
さ
れ
る
よ
う
な
排
他
的
な
「
祭
祀
共
同
体
」
で
あ
る
。
元
和
九
年
九
月
廿
七
日
の
日
付
の
あ
る
喬

進
臣
買
地
甑
券
に
は
、
「
如
有
杵
悟
、
打
弥
九
千
、
使
祢
作
奴
脾
」
と
い
う
句
が
見
え
て
い
る
。
も
し
こ
の
誓
約
に
背
き
実
行
せ
ぬ
な

ら
、
お
前
を
打
つ
こ
と
九
千
回
、
お
前
の
家
の
男
女
を
奴
脾
と
す
る
意
。
時
芳
人
は
、
そ
の
時
の
立
會
人
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
異
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
母
方
の
親
戚
又
は
兄
弟
の
女
増
を
い
う
。
中
國
で
は
「
同
姓
不
婚
」
を
原
則
と
す
る
か
ら
、
母
方
の
親
戚
、
兄
弟
の
女
増
は
異
姓

で

あ
る
。
こ
こ
で
は
奨
元
祀
と
責
主
張
伯
始
と
の
身
分
関
係
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
。
　
「
詩
」
小
雅
伐
木
の
「
兄
弟
無
遠
」
正
義
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
禮
に

同
姓
・
異
姓
・
庶
姓
あ
り
。
同
姓
は
王
の
同
宗
、
是
れ
父
の
黛
な
り
。
異
姓
は
王
の
舅
の
親
。
庶
姓
は
王
と
親
な
し
」
と
。
こ

の

異
姓
は

母
方
の
親
戚
の
意
で
あ
る
（
母
の
兄
弟
を
舅
と
い
う
）
。
又
た
「
大
戴
禮
」
衛
將
軍
文
子
篇
に
、
「
猫
り
居
て
は
仁
を
思
い
、
公

言
に
は
義
を
言
い
、
そ
の
詩
を
聞
く
や
、
一
日
に
三
た
び
白
圭
の
砧
を
復
す
る
は
、
是
れ
南
宮
紹
の
行
な
り
。
夫
子
そ
の
仁
を
信
じ
て
、

　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

以
て

異
姓

と
爲
す
」
と
。
　
「
論
語
」
先
進
篇
に
「
南
容
（
‖
南
宮
絹
）
三
た
び
臼
圭
を
復
す
。
孔
子
そ
の
兄
の
子
を
以
っ
て
こ
れ
に
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
わ
す
」
と
言
う
か
ら
、
こ
の
異
姓
は
兄
弟
の
女
増
の
こ
と
で
あ
る
。
清
の
朱
亦
棟
の
説
に
、
異
姓
二
字
の
切
音
は
情
、
「
方
言
」
に



「
東
齊
の

間
、
婿
こ
れ
を
情
と
謂
う
」
と
あ
り
、
情
は
靖
、
即
ち
女
培
の
意
と
い
う
。
「
孔
子
家
語
」
で
は
「
大
戴
禮
」
の
異
姓
を
異
士

　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
て
い
る
が
、
士
異
二
字
の
切
音
は
靖
と
な
る
か
ら
、
異
士
も
婿
だ
と
い
う
（
「
群
書
札
記
」
＋
一
）
。
付
記
し
て
異
聞
を
廣
む
。
　
「
沽

酒
各
半
」
は
、
責
主
と
買
主
と
が
半
分
つ
つ
銭
を
出
し
あ
っ
て
酒
を
買
い
、
立
會
人
と
と
も
に
飲
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

（
4
）
漢
諸
葛
敬
買
地
鉛
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

　
黄
龍
元
年
壬
申
。
五
月
丙
子
朔
。
八
日
乙
亥
。
諸
葛
敬
從
南
陽
男
子
馬
吉
慶
費
。
所
名
有
藁
年
（
‖
亭
p
）
部
羅
伯
田
一
町
。
直
銭

　
二
萬
一
千
銭
。
即
日
畢
。
田
東
比
賀
方
。
南
比
沈
大
義
。
西
蓋
大
道
。
北
比
鄭
江
生
。
根
生
土
着
毛
物
。
皆
麗
諸
葛
敬
。
田
中
若
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

　
戸

死
。
男
即
當
爲
奴
。
女
即
當
爲
姉
。
皆
當
爲
諸
葛
敬
走
給
使
。
田
東
西
南
北
以
大
石
爲
界
。
時
芳
人
丁
陽
・
郭
平
皆
知
倦
約
。
沽

　
酒
各
牛
。

　

「
小
校
経
閣
金
文
拓
本
」
十
三
に
引
く
買
地
券
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
讃
す
れ
ば
、
孫
成
買
地
券
と
固
有
名
詞
の
異
る
ほ
か
は
、
殆
ど

同
一
の
文
章
で
あ
る
こ
と
に
氣
つ
く
。
そ
れ
に
黄
龍
元
年
（
前
四
九
）
の
五
月
朔
は
壬
寅
で
、
從
っ
て
五
月
八
日
は
己
酉
で
あ
る
。
　
こ

の

鉛
券
は
孫
成
買
地
券
を
粉
本
と
し
て
偽
造
き
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
倦
約
は
、
券
約
の
つ
も
り
で
あ
ろ
う
。
倦
と
券
と
は
音
義
と
も

に

近

く
、
つ
か
れ
る
意
で
あ
る
が
、
こ
の
券
は
力
に
從
い
、
契
券
の
券
は
刀
に
從
う
。
因
に
言
う
。
一
夕
、
寒
齋
を
訪
れ
た
某
君
に
諸

葛
敬
買
地
券
の
こ
と
を
話
し
た
ら
、
後
日
、
東
京
の
申
村
書
道
博
物
館
に
所
藏
す
る
「
建
元
元
年
夏
五
月
朔
廿
二
日
乙
巳
」
の
日
付
の

あ
る
買
地
鉛
券
が
あ
り
、
孫
成
買
地
券
と
文
章
が
似
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
。
深
く
謝
を
致
す
。
も
し
日
付
が
こ
の
通
り
だ

と
す
る
と
、
こ
の
鉛
券
も
億
造
の
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
中
國
の
歴
史
上
、
建
元
元
年
の
年
號
を
構
し
た
年
は
、
漢
武
帝

（
前
一
四
〇
）
、
北
漢
劉
聰
（
一
一
二
五
）
、
東
音
康
帝
（
一
一
西
三
）
、
前
秦
符
堅
（
三
六
五
）
、
南
齊
高
帝
（
四
七
九
）
の
五
回
あ
る
が
、
五
月
廿

二
日
が
乙
巳
に
當
る
年
は
一
度
も
無
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
三
正
綜
覧
」
・
「
二
十
史
朔
閏
表
」
等
の
工
具
書
に
よ
っ
て
調

　
　
　
地
券
徴
存
考
緯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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史
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べ
れ
ば

明
白
で
あ
る
。

一
二

（
5
）
房
桃
枝
買
地
鉛
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
平
五
年
三
月
壬
午
朔
七
日
戊
午
雛
陽
大
女
房
桃
枝
從
同
縣
大
女
趙
敬
買
廣
徳
亭
部
羅
西
造
歩
兵
道

東
家
下
除
地
一
畝
直
銭
三
千
銭
即
畢
田
申
有
伏
　
男
爲
奴
女
爲
蝉
田
東
西
南
比
奮
口
北
比
奨
漢

昌
時
芳
人
奨
漢
昌
王
阿
順
皆
知
巻
約
沽
各
半
銭
千
無
五
十

中
平
五
年
（
一
八
八
）
、
三
月
壬
午
朔
、
七
日
戊
午
（
‖
子
P
）
。
洛
陽
の
大
女
房
桃
枝
、
同
縣
の
大
女
趙
敬
よ
り
、
廣
徳
亭
部
の
羅
西
よ

　
　
　
　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
い
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
ち
お
わ

り
歩
兵
道
に
造
る
東
家
下
の
鯨
地
一
畝
を
買
う
。
直
銭
三
千
銭
、
即
に
畢
る
。
田
中
に
伏
　
あ
ら
ば
、
男
は
奴
と
爲
し
、
女
は
脾
と
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど

さ
ん
。
田
の
東
・
西
・
南
は
奮
口
に
比
り
、
北
は
奨
漢
昌
に
比
る
。
時
労
人
奨
漢
昌
・
王
阿
順
、
皆
な
巻
約
を
知
る
。
沽
各
半
、
銭

千
無
五
十
。

　

「
貞
松
堂
集
古
遺
文
」
か
ら
引
い
た
。
　
「
地
券
徴
存
」
に
も
載
せ
、
羅
西
の
下
の
造
字
を
空
格
に
し
て
い
る
。
奮
字
の
下
の
字
は
未

　
　
　
　
　
　
　

詳
。
　
「
七
日
戊
午
」
は
戊
子
で
あ
ろ
う
。
午
は
子
と
同
じ
よ
う
な
字
形
に
刻
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
戊
子
だ
と
こ
の
日

付
は

正
確
で

あ
る
。
大
女
は
、
そ
の
家
の
事
実
上
家
長
で
あ
る
年
長
の
婦
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
「
唐
律
」
で
は
、
　
「
若
し
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

内
に
並
に
男
夫
な
く
、
直
だ
女
を
以
て
戸
を
爲
す
」
場
合
を
女
戸
と
し
て
い
る
が
（
「
唐
律
疏
議
」
戸
婚
上
）
、
　
こ
の
よ
う
な
戸
の
家
長
で

あ
ろ
う
。
た
と
え
男
子
が
あ
っ
て
も
幼
少
で
あ
れ
ば
、
家
産
の
虚
分
を
す
る
當
事
者
と
な
る
の
は
、
家
内
に
於
い
て
身
分
的
に
上
位
に

在
る
婦
人
で
あ
ろ
う
。
大
は
長
の
義
。
例
え
ば
、
朱
家
の
兄
弟
の
中
で
排
行
第
一
を
朱
大
と
い
う
（
漢
建
初
玉
買
地
券
参
照
）
。
た
だ
し
、

「
管

子
」
國
蓄
に
、
「
大
男
、
四
石
を
食
え
ば
月
に
四
十
の
籍
あ
り
、
大
女
、
三
石
を
食
え
ば
月
に
三
十
の
籍
あ
り
」
の
大
男
・
大
女



は

小
男
・
小
女
に
封
す
る
語
で
、
成
年
の
男
女
を
い
う
。
度
地
篇
に
「
什
伍
の
口
敷
を
定
め
、
男
女
大
小
を
別
つ
」
の
「
男
女
大
小
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
男
女
老
幼
の
義
で
あ
る
。
巻
約
は
、
券
約
に
同
じ
。
巻
は
、
券
の
假
借
字
。
　
「
沽
各
半
、
銭
千
無
五
十
」
は
、
責
主
と
買
主
と
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

れ

そ
れ
九
百
五
十
文
つ
つ
出
し
合
っ
て
酒
を
沽
い
、
立
會
人
と
と
も
に
飲
ん
だ
こ
と
を
い
う
。
銭
千
無
五
十
に
つ
い
て
羅
振
玉
は
、
銭

九
百
五
十
を
一
千
銭
と
し
て
通
用
さ
せ
る
銭
制
が
す
で
に
東
漢
に
行
な
は
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
零
細
な
資
料
で
そ

の

よ
う
な
解
舞
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
疑
い
な
き
を
得
な
い
。
　
い
わ
ゆ
る
短
銭
の
こ
と
が
載
籍
に
現
わ
れ
る
の
は
、
　
「
抱
朴
子
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

微
旨
篇
に
「
人
の
長
銭
を
取
り
、
人
に
短
阻
を
還
す
」
と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
晋
代
す
で
に
短
阻
銭
が

行

は
れ
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
の
事
実
は
全
く
分
ら
な
い
。
（
長
銭
と
い
う
語
は
一
義
的
で
は
な
い
が
こ
こ
は
短
阻
銭
に
封
し
て
足
阻
銭
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か

言
、
つ
の
で
あ
ろ
う
。
）
そ
の
後
、
「
梁
書
」
武
帝
紀
に
引
く
中
大
同
元
年
（
五
四
六
）
秋
七
月
丙
寅
（
廿
二
日
）
の
詔
に
、
「
頃
ご
ろ
聞
く
に

　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す

外
間
多
く
九
陪
銭
を
用
う
。
栢
減
ず
れ
ば
則
ち
物
貴
く
、
階
足
れ
ば
則
ち
物
賎
く
、
物
に
貴
賎
あ
る
に
非
ず
し
て
、
是
れ
心
に
顛
倒
あ

る
な
り
。
…
…
…
今
よ
り
足
阻
銭
を
通
用
す
可
し
」
と
い
う
。
又
た
「
惰
書
」
食
貨
志
に
、
　
「
大
同
已
後
に
及
び
、
所
在
の
鐵
銭
、
遂

に

丘
山
の
如
く
、
物
債
騰
貴
す
。
（
武
帝
の
普
通
年
間
、
銅
銭
を
廣
止
し
た
。
）
…
…
…
破
嶺
よ
り
以
東
、
八
十
を
百
と
爲
し
、
名
づ
け
て
東

銭

と
日
う
。
江
・
郭
己
上
、
七
十
を
百
と
爲
し
、
名
づ
け
て
西
銭
と
日
う
。
京
師
は
九
十
を
以
て
百
と
爲
し
、
名
づ
け
て
長
銭
と
日
う
。

中
大
同
元
年
、
天
子
乃
ち
詔
し
て
足
阻
を
通
用
せ
し
む
。
詔
下
る
も
人
び
と
從
わ
ず
、
銭
階
益
ま
す
少
し
。
末
年
に
至
り
、
遂
に
三
十

五
を
以
て
百
と
爲
す
と
云
う
」
と
。
以
上
、
前
籍
の
短
銭
の
事
を
載
せ
る
こ
と
か
く
の
如
く
、
東
漢
の
世
、
九
百
五
十
を
以
て
足
阻
と

な
す
こ
と
は
い
ま
だ
聞
か
ぬ
。
元
好
間
の
引
く
鐵
券
に
刻
む
と
い
う
銭
九
萬
九
千
九
百
九
十
九
貫
九
百
九
十
九
文
と
同
じ
く
、
明
器
に

お

い

て

成
歎
を
さ
け
る
こ
と
は
何
か
呪
術
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
民
族
学
的
な
研
究
に
期
待
し
た
い
。

（
6
）
浩
宗
買
地
博
券

地
券
徴
存
考
稗

一
三



　
　
中
国
思
想
史
研
究

黄
武
四

年
十
一
月
癸
卯
朔
廿
八
日
庚
午
九
江
男
子

浩
宗

轟
産

月
客
死
豫
章
從
東
王
公
西
王
母
買
南
昌
東
郭
一
丘
口
口

口
口
五
千
束
邸

甲
乙
西
邸
庚
辛
南
邸
丙
丁
北
邸
壬
癸
以
日

月
副
時
任
知
巻
者
碓
陽
金
口
子
鶴
與
魚
鶴
口

口
口
入
淵
郭

師
呉
鶏
讃
爲
明
如
律
令

一
四

　
黄
武
四

年
（
二
二
五
）
、
十
一
月
癸
卯
朔
、
廿
八
日
庚
午
。
九
江
の
男
子
浩
宗
、
…
…
に
從
い
、
口
月
豫
章
に
客
死
す
。
東
王
公
・
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

王
母

よ
り
南
昌
の
東
郭
の
一
丘
口
口
を
買
う
。
一
圓
□
五
千
。
東
は
甲
乙
に
邸
り
、
西
は
庚
辛
に
邸
り
、
南
は
丙
丁
に
邸
り
、
北
は
壬
癸

　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
び
ら

に

邸
る
。
日
月
を
以
て
副
か
に
す
。
時
任
知
巻
者
は
碓
陽
の
金
口
子
鶴
と
魚
鶴
口
と
な
り
。
…
…
…
（
未
詳
）
・
…
…
・
・
如
律
令
。

　

「
嵩
里
遺
珍
」
に
、
「
右
の
券
、
博
上
に
刻
す
。
金
石
家
多
く
い
ま
だ
見
ず
。
惟
だ
据
古
録
こ
れ
を
載
せ
て
云
う
、
望
江
の
悦
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
つ
か

拓
本

を
藏
す
、
平
生
僅
に
此
の
一
紙
を
見
る
の
み
。
想
う
に
侠
す
る
こ
と
已
に
久
し
と
。
博
首
の
一
字
す
で
に
漫
滅
し
、
才
に
末
の
爾

鮎

を
存
す
。
黄
字
の
脚
に
似
た
り
」
と
い
う
。

　
呉
は

黄
武
二
年
（
二
二
三
）
以
來
、
乾
象
暦
を
用
い
、
魏
・
漢
は
と
も
に
四
分
暦
を
用
い
て
い
た
か
ら
、
そ
の
朔
閏
は
一
致
し
な
い

が
、
宋
の
劉
義
隻
（
＋
一
世
紀
後
牛
の
人
。
「
宋
史
」
四
三
二
に
傳
あ
り
）
の
「
長
暦
」
に
よ
る
と
、
黄
武
四
年
の
十
一
月
朔
は
癸
卯
で
あ
る

か

ら
、
廿
八
日
は
庚
午
と
な
る
。
こ
の
日
付
は
正
確
で
あ
る
。
劉
氏
の
「
長
暦
」
は
漢
高
帝
元
年
に
は
じ
ま
り
五
代
に
詑
る
。
司
馬
光

の

「
通
鑑
目
録
」
が
こ
れ
を
用
い
、
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
わ
が
「
三
正
綜
覧
」
、
陳
垣
の
コ
一
十
史
朔
閏
表
」
は
と
も
に

こ
れ
に
握
っ
て
い
る
。
こ
の
地
券
は
い
わ
ゆ
る
鎭
墓
券
で
、
仙
人
の
東
王
公
・
西
王
母
か
ら
墓
地
を
買
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
九



江
の
人
が
豫
章
で
客
死
し
、
南
昌
の
東
郭
に
墓
地
を
定
め
た
の
に
、
立
會
人
は
碓
陽
の
仙
人
ら
し
い
の
も
、
假
構
の
買
地
券
だ
か
ら
だ
。

ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

邸

は
、
至
る
義
。
　
「
史
記
」
河
渠
書
の
「
自
中
山
西
邸
瓠
口
」
の
「
正
義
」
に
、
　
「
邸
、
至
也
」
と
。
又
た
、
抵
・
祇
に
作
る
。
副
は
、

「
爾
雅
」
繹
話
に
「
副
、
審
也
し
と
。
東
に
甲
乙
、
西
に
庚
辛
、
南
に
丙
丁
、
北
に
壬
癸
を
當
て
て
い
る
の
は
、
十
干
を
五
行
・
方
位

に

配
當
す

る
と
、
甲
乙
は
木
・
東
、
丙
丁
は
火
・
南
、
戊
己
は
土
・
中
央
、
庚
辛
は
金
・
西
、
壬
癸
は
水
・
北
に
當
る
か
ら
で
あ
る
。

（
7
）
朱
曼
妻
蒔
買
地
博
券

昔
威
康
四

年
二
月
壬
子
朔
四
日
乙
卯

呉
故
舎
人
立
節
都
尉
替
陵
丹
徒
朱
曼

故
妻
蒔
從
天
買
地
從
地
買
宅
東
極
甲

乙
南
極
丙
丁
西
極
庚
辛
北
極
壬
癸
中

極
戊
日
上
極
天
下
極
泉
直
銭

二
百
萬

即

日
交
畢
有
誌
蒔
地
當
詞
天
帝
有
誌

蒔
宅
當
詞
土
伯
任
知
者
東
王
公
西
王

聖
母
如
天
帝
律
令
合
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
昔
の

威
康
四

年
（
三
三
八
）
二
月
壬
子
朔
、
四
日
乙
卯
。
呉
の
故
の
舎
人
立
節
都
尉
晋
陵
丹
徒
の
朱
曼
の
故
の
妻
蒔
、
天
よ
り
地
を
買

い
、
地
よ
り
宅
を
買
う
。
東
は
甲
乙
に
極
ま
り
、
南
は
丙
丁
に
極
ま
り
、
西
は
庚
辛
に
極
ま
り
、
北
は
壬
癸
に
極
ま
り
、
中
は
戊
己
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

極

ま
る
。
上
は
天
に
極
ま
り
、
地
は
泉
に
極
ま
る
。
直
銭
二
百
萬
、
即
日
交
畢
る
。
誌
あ
れ
ば
、
蒔
地
ま
さ
に
天
帝
に
詞
う
べ
し
。
誌

　
　
　
地
券
徴
存
考
稗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五



申
国
思
想
史
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一
六

あ
れ
ば
、
蒔
宅
ま
さ
に
土
伯
に
詞
う
べ
し
。
任
知
者
は
東
王
公
・
西
王
聖
母
な
り
。
如
天
帝
律
令
、
合
同
。

　

「
文
物
」
一
九
六
五
年
第
六
期
に
原
石
の
字
面
の
鳴
眞
を
載
せ
て
い
る
。
一
八
九
六
年
、
漸
江
省
平
陽
縣
の
海
に
臨
ん
だ
山
麓
で
嚢

見
さ
れ
た
。
呉
承
仕
の
考
讃
に
よ
っ
て
晋
代
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
と
い
う
。
呉
氏
の
考
讃
は
未
見
。
他
の
明
器
と
共
に
埋
め

ら
れ
た
鎭
墓
券
で
あ
る
。
四
の
字
は
二
の
字
を
二
つ
重
ね
て
い
る
。
最
後
の
合
同
は
一
字
の
井
文
で
刻
ま
れ
て
い
る
。
天
帝
土
伯
と
契

約

し
て
分
ち
持
っ
た
合
同
文
契
で
あ
る
の
意
。
　
「
有
誌
」
の
誌
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
合
同
の
井
文
は
漢
印
中
に
も
見
ら
れ
、
由
來
の
遠

い

語
で
あ
る
。
　
「
威
康
四
年
二
月
壬
子
朔
四
日
乙
卯
」
の
年
月
朔
日
子
は
、
も
ち
ろ
ん
正
確
で
あ
る
。
舎
人
は
、
　
「
晋
書
」
職
官
志
に

「
案
ず
る
に
晋
初
、
初
め
て
舎
人
・
通
事
各
一
人
を
置
く
。
江
左
（
‖
東
督
）
舎
人
・
通
事
を
合
せ
て
こ
れ
を
通
事
含
人
と
謂
う
。
案

章

を
呈
奉
す
る
を
掌
る
」
と
い
う
が
、
こ
の
碑
文
に
よ
っ
て
す
で
に
三
國
呉
に
舎
人
の
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
立
節
都
尉
も
呉

官
で
、
奉
朝
請
で
あ
ろ
う
。
都
尉
は
外
戚
に
與
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
朱
曼
は
呉
主
孫
休
の
朱
夫
人
の
一
族
で
あ
っ
た
か
も
知

れ

ぬ
。
聖
母
は
、
神
仙
の
道
を
膿
得
し
た
女
巫
を
い
う
語
。
す
で
に
漢
の
開
母
廟
石
闘
銘
に
、
「
祀
聖
母
庫
山
隅
」
（
聖
母
を
山
の
隅
に
祀

る
）
と
い
う
語
が
見
え
る
（
「
金
石
奉
編
」
六
）
。
西
王
聖
母
は
女
仙
で
あ
る
。
こ
の
鎭
墓
券
は
「
地
券
徴
存
」
に
も
牧
め
て
い
る
が
、
羅

氏
は

拓
本
に
嫁
っ
た
ら
し
く
、
聖
字
は
空
格
に
し
て
い
る
。
原
石
で
は
残
画
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
う
が
、
鳴
眞
で
は
模
糊
と
し
て
辮

じ
難
い
。
な
お
「
合
同
」
に
つ
い
て
附
記
す
る
。
清
の
程
瀬
の
「
通
俗
編
」
二
十
三
に
、
「
今
人
、
産
業
買
費
に
、
多
く
契
の
背
上
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

お

い

て
一
手
の
大
字
を
作
き
、
字
の
中
央
に
お
い
て
こ
れ
を
破
り
、
こ
れ
を
合
同
文
契
と
謂
う
。
商
質
の
交
易
に
は
則
ち
た
だ
合
同
と

言
い
て
契
を
言
は
ず
。
そ
の
制
度
稀
謂
、
由
來
と
も
に
甚
だ
古
し
」
と
。

（
8
）
黄
武
六
年
買
地
鉛
券

黄
武
六
年
十
月
戊
戌
朔
十
日
辛
未
呉
郡



画
＝
団
鄭
画
年
七
十
五
以
元
年
六
月
口
口

口
｛
四
夏
沙
羨
縣
物
故
今
従
主
縣
買
地
立
家

口
口
比
東
比
西
比
南
比
北
比
合
四

畝
牛
地
直
銭
三
萬
銭
即
日
交

畢
立
此
讃
知
者
東
国
＝
因
＝
画
日
＝
圏
若
後
有

安
口
口
者
磐
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口

　
黄
武
六
年
（
二
二
七
）
十
月
戊
戌
朔
十
日
辛
未
。
呉
郡
の
男
子
鄭
丑
、
年
七
十
五
、
元
年
六
月
口
口
口
を
以
て
江
夏
沙
羨
縣
に
物
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
い

す
。
今
、
主
縣
よ
り
地
を
買
い
家
を
立
っ
。
口
口
東
に
比
り
、
西
に
比
り
、
南
に
比
り
、
北
に
比
り
、
合
四
畝
半
の
地
に
比
る
。
直
銭

　
　
　
　
　
　
お
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

三
萬
銭
。
即
日
交
畢
り
、
此
の
讃
を
立
つ
。
　
知
る
も
の
は
東
王
公
・
西
王
母
な
り
。
若
し
後
に
安
口
口
者
有
ら
ば
、
以
下
不
明
。

　

「
考
古
」
第
十
期
に
紹
介
さ
れ
た
武
漢
地
区
よ
り
出
土
の
鉛
地
券
で
、
い
わ
ゆ
る
鎭
墓
券
で
あ
る
。
墓
地
に
は
銅
銭
が
四
隅
に
埋
め

ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
土
地
の
費
主
で
あ
る
聯
仙
ー
こ
の
鉛
地
券
に
い
う
主
縣
1
に
佛
う
代
債
で
あ
ろ
う
。

こ
の
年
月
朔
日
子
は
、
　
「
通
鑑
目
録
」
に
引
く
劉
氏
「
長
暦
」
と
合
致
す
る
。
主
縣
は
、
縣
城
の
主
護
紳
で
あ
る
紳
仙
の
こ
と
で
、
後

世
の

城
陸
神
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
主
は
姓
で
あ
る
。
知
者
は
、
立
會
人
。

（
9
）
鍾
仲
游
妻
鎭
墓
鉛
券

延
喜
四

年
九
月
丙
辰
朔
珊
日
乙
酉
直
閉
黄
帝
告
丘
丞
墓
伯
地
下
二
千
石
墓
左
墓
右
主
墓
獄
史
墓
門
亭
長
莫
不

皆
在
今
平
陰
優
人
郷
蓑
富
里
鍾
仲
游
妻
薄
命
蚤
死
今
來
下
葬
自
買
萬
世
家
田
買
直
九
萬
九
千
錫
即
日
畢
四
角

地
券
徴
存
考
稗

一
七
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史
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一
八

立
封
中
央
明
堂
皆
有
尺
六
桃
巻
銭
布
釦
人
時
知
者
口
口
曽
口
口
口
口
口
口
口
口
自
今
以
後
不
得
干
口
口
人

有
天
帝
教
如
律
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ざ
　
　
　
あ
た

　
延
喜
四

年
（
一
六
一
）
九
月
丙
辰
朔
珊
日
乙
酉
。
閉
す
に
直
り
黄
帝
告
ぐ
ら
く
、
丘
丞
・
墓
伯
・
地
下
ご
千
石
・
墓
左
・
墓
右
・
主

墓
の

獄
史
・
墓
門
の
亭
長
皆
ら
在
ら
ざ
る
な
し
。
今
、
平
陰
（
河
南
省
孟
津
縣
）
の
堰
人
郷
の
蓑
富
里
の
鍾
仲
游
の
妻
、
薄
命
に
し
て
蚤

死

し
、
今
、
來
り
て
下
葬
す
。
自
ら
萬
世
の
家
田
を
買
い
、
臨
献
（
∬
債
値
）
九
萬
九
千
銭
、
即
日
騨
る
。
四
旬
に
鉱
を
立
て
、
中
央

に

明
堂
あ
り
。
皆
な
尺
六
の
桃
巻
・
銭
布
・
鋼
人
あ
り
。
時
知
者
は
口
口
曽
口
口
口
口
口
口
口
ロ
ー
以
上
の
＋
一
字
は
藪
人
の
棘
仙
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
か

を
列
學

し
た
の
で
あ
る
ー
な
り
。
今
よ
り
以
後
、
口
口
人
を
干
す
を
得
ず
。
天
帝
の
教
あ
り
、
如
律
令
。

　
羅
氏

「
遺
文
」
十
五
地
券
か
ら
採
っ
た
。
　
「
此
券
、
近
世
孟
津
よ
り
出
づ
。
往
歳
こ
れ
を
津
沽
に
見
る
」
と
い
う
。
今
、
中
村
書
道

博
物
館
に
原
物
を
保
存
し
て
い
る
と
聞
く
が
未
見
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ

　

こ
の
年
月
朔
日
子
は
正
確
で
あ
る
。
　
「
直
閉
」
は
、
埋
葬
を
終
り
土
を
掩
う
に
當
り
の
意
で
あ
ろ
う
。
閉
は
、
掩
う
、
雍
ぐ
の
義
で

あ
る
。
因
に
、
「
左
傳
」
僖
公
五
年
に
、
「
凡
分
至
啓
閉
、
必
書
雲
物
」
（
凡
そ
分
・
至
・
啓
．
閉
に
は
、
必
ず
雲
物
を
書
す
）
と
あ
る
が
、
こ

の

分
は

春
分
・
秋
分
、
至
は
夏
至
・
冬
至
、
啓
は
立
春
・
立
夏
、
閉
は
立
秋
・
立
冬
で
あ
る
。
こ
の
「
直
閉
」
の
閉
字
も
立
冬
の
意
に

取
り
、
「
立
冬
に
當
っ
て
」
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
立
冬
は
太
陽
暦
の
十
一
月
七
・
八
日
で
、
「
三
正
綜
覧
」
に
よ
っ
て
計
算
し

て

み

る
と
、
延
喜
四
年
の
立
冬
は
、
本
券
に
い
う
九
月
三
十
日
乙
酉
よ
り
は
五
・
六
日
ば
か
り
後
の
こ
と
に
な
る
。
姑
く
閉
を
掩
義
に

と
り
、
來
哲
の
考
を
侯
つ
。
黄
帝
は
、
土
徳
の
帝
で
、
死
後
の
世
界
を
司
る
榊
仙
の
意
に
用
い
て
い
る
。
　
「
准
南
子
」
時
則
訓
の
「
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

央
の
極
、
毘
需
よ
り
東
の
か
た
雨
恒
山
を
絶
ぎ
、
…
…
…
東
は
碍
石
に
至
り
、
黄
帝
后
土
の
司
ど
る
所
は
、
萬
二
千
里
」
の
後
漢
人
の

注

に
、
　
「
黄
帝
は
少
典
の
子
、
土
徳
を
以
て
天
下
に
王
た
り
。
號
し
て
軒
韓
氏
と
爲
す
。
死
し
て
中
央
土
徳
の
帝
と
爲
る
」
と
。
丘
丞



以
下
墓
門
の
亭
長
に
至
る
役
人
は
、
黄
帝
に
仕
え
る
言
わ
ば
冥
府
の
官
で
、
墓
域
の
こ
と
を
掌
る
。
家
田
の
債
が
九
萬
九
千
銭
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
に
就
い
て
は
、
（
5
）
の
項
で
す
で
に
注
意
し
て
お
い
た
。
明
堂
は
、
墓
前
で
祭
品
を
供
え
る
台
を
い
う
。
後
世
、
券
毫
と
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

う
。
経
書
に
い
う
明
堂
と
は
全
く
別
も
の
で
あ
る
か
ら
注
意
。
尺
六
は
、
一
尺
六
寸
。
桃
巻
は
、
桃
券
。
巻
は
券
の
假
借
字
。
桃
符
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
で
あ
ろ
う
。
桃
の
木
で
作
っ
た
木
ふ
だ
に
呪
文
を
刻
む
か
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
中
國
で
は
古
く
か
ら
桃
に
は
辟
邪
の
呪

へ力
が

あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
、
桃
列
（
桃
木
の
穂
を
た
ば
ね
た
ほ
う
き
）
・
桃
梗
（
桃
木
で
作
っ
た
木
偶
）
・
桃
人
（
桃
木
で
作
っ
た
人
形
）
・
桃
臭

（
木
に

著
い
た

ま
ま
越
冬
し
た
桃
の
実
）
・
桃
概
（
桃
の
木
で
作
っ
た
代
）
等
を
、
悪
鬼
・
悪
氣
を
祓
除
す
る
に
用
い
た
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

先
秦
雨
漢
の
典
籍
に
散
見
す
る
。
銭
布
は
、
銭
も
布
も
ぜ
に
。
鋼
人
は
、
四
個
の
金
人
、
即
ち
銅
製
の
人
形
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

死
ん
だ
婦
人
に

あ
の
世
で
仕
え
る
奴
脾
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
四
は
図
に
作
る
こ
と
が
あ
り
、
鋼
は
釦
の
別
字
（
‖
「
本
と
ま
さ
に
此
字
に
爲

　
　
　
　
　
も
　
ト
　
ト
　
　
　
　
つ
く

る
べ
く
し
て
、
誤
っ
て
彼
字
に
爲
る
も
の
」
）
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
よ
く
な
い
。
「
准
南
子
」
齊
俗
訓
の
「
含
珠
鱗
施
」
の
後

漢
人
の

注

に
、
　
「
鱗
施
は
玉
田
な
り
」
と
あ
り
、
　
「
玉
田
」
の
田
字
は
釦
と
義
近
し
と
い
う
が
、
釦
字
は
漢
以
前
の
古
書
に
は
無
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

「
説
文
」
に
も
見
え
ぬ
。
こ
の
鉛
券
が
作
ら
れ
た
頃
に
釦
字
が
通
行
し
て
い
た
象
跡
は
無
い
。
時
讃
知
者
は
、
こ
の
時
の
立
會
人
。
最

後
の
口
口
人
は
、
主
買
人
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ト
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん

　
　
※
　
鄭
珍
の
「
説
文
新
附
孜
」
に
、
　
「
王
嘉
の
拾
遺
記
に
載
す
、
魏
の
明
帝
の
宮
人
云
う
、
辟
寒
釦
を
服
さ
ざ
れ
ば
、
那
ぞ
君
主
の
憐
を
得
ん
と
。

　
　
　
　
　
ト
　
ト
　
ち
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
　
　
是
れ
漢
魏
の
間
こ
の
名
（
‖
字
）
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
王
嘉
は
も
と
も
と
荷
秦
の
方
士
で
、
「
拾
遺
記
」
は
荒
誕
の
言
が
多
く
史
傳
と
合

　
　
　
わ
ず
、
論
擦
と
な
す
に
足
ら
ぬ
。

（
1
0
）
王
末
卿
買
地
鉛
券

建
寧
二
年
八
月
庚
午
朔
廿
五
日
甲
午
河
内
懐
男
子
王
末
卿
從
河
南
河
南
街
郵
部
男
子
衰
叔
威
買
睾
門
亭
部
什
三
部
西
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券
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一
九



　
　

中
国
思
想
史
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

蓑
田
三
畝
畝
買
銭
三
千
一
百
井
直
九
千
三
百
銭
即
日
畢
時
約
者
衰
叔
威
沽
酒
牛
即
日
丹
書
鐵
券
爲
約

二
〇

　
建
寧
二
年
（
一
六
九
）
八
月
庚
午
朔
廿
五
日
甲
午
。
河
内
懐
（
河
内
郡
懐
城
ー
今
河
南
省
沁
陽
縣
）
の
男
子
王
末
卿
、
河
南
（
今
洛
陽
市
）

河
南
街
郵
部
の
男
子
哀
叔
威
よ
り
、
睾
（
‖
幕
∨
門
亭
部
の
什
（
∬
＋
）
三
部
（
1
1
阻
）
の
西
の
衰
の
田
三
畝
を
買
う
。
畝
賀
銭
三
千
一
百
、

あ
わ
　
　
　
あ
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ

井
せ
て

直
九
千
三
百
銭
、
即
日
畢
る
。
時
約
者
は
衰
叔
威
、
沽
酒
半
。
即
日
、
鐵
券
に
丹
書
し
約
を
爲
す
。

　
羅
氏
「
遺
文
」
十
五
地
券
よ
り
採
っ
た
。
羅
氏
貞
松
堂
藏
。
建
初
尺
で
廣
さ
は
約
一
尺
四
分
、
長
さ
は
一
尺
一
寸
と
い
う
。
楊
寛
に

よ
れ
ば
建
初
尺
は
二
三
・
六
八
糎
（
「
中
國
歴
代
尺
度
考
」
）
。
年
月
朔
日
子
は
正
確
で
あ
る
。
郵
部
は
、
郵
は
「
説
文
」
に
い
う
「
寛
上
行

　
　
　
　
　
　
て
が
み
　
や

書
舎
」
　
（
境
上
の
書
を
行
る
の
合
）
、
つ
ま
り
郵
舎
の
こ
と
で
、
一
郵
舎
の
管
轄
す
る
逼
域
内
が
郵
部
で
あ
ろ
う
。
因
に
、
郵
舎
の
こ
と
を

郵
亭

と
も
言
い
、
行
旅
の
も
の
が
宿
泊
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
公
私
の
用
で
旅
す
る
官
吏
の
便
を
は
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
漢
書
」
平
帝
紀
に
「
宗
師
得
因
郵
亭
書
言
宗
伯
、
請
以
聞
」
（
宗
師
、
郵
亭
の
書
に
因
り
て
宗
伯
に
言
い
、
請
う
て
以
聞
す
る
を
得
た
り
）
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
が
み
　
つ
く

唐
の

顔
師
古
の
注
に
、
「
書
を
爲
り
て
以
て
郵
亭
に
付
し
、
宗
伯
に
送
至
せ
し
む
る
を
言
う
」
と
。
又
た
趙
充
國
傳
に
「
以
閲
暇
時
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

所
伐
材
、
繕
治
郵
亭
、
充
入
金
城
」
　
（
閲
暇
の
時
を
以
て
伐
る
所
の
材
を
下
し
、
郵
亭
を
繕
治
し
、
金
城
に
充
入
せ
し
む
）
と
（
金
城
は
金
城
郡
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
し
な

又
た

循
吏
黄
覇
傳
に
「
使
郵
亭
郷
官
皆
畜
難
豚
、
以
贈
鰹
寡
貧
窮
者
」
　
（
郵
亭
・
郷
官
を
し
て
皆
な
難
豚
を
畜
い
、
以
て
諫
寡
貧
窮
の
も
の
を

た
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

謄

け
し
む
）
。
「
嘗
欲
有
所
司
察
、
揮
長
年
廉
吏
遣
行
、
属
令
周
密
。
吏
出
、
不
敢
舎
郵
亭
、
食
於
道
労
、
鳥
撲
其
肉
」
　
（
嘗
て
司
察
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ど

所

あ
ら
ん
と
欲
し
、
長
年
の
廉
吏
を
揮
び
て
行
か
遣
め
、
令
を
属
む
る
こ
と
周
密
な
り
。
吏
出
で
、
敢
て
郵
亭
に
舎
ま
ら
ず
、
道
労
に
食
い
、
鳥
そ
の

　
　
さ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

肉
を
饗
う
）
と
。
　
「
後
漢
書
」
趙
孝
榑
に
、
　
「
父
普
、
王
葬
時
爲
田
禾
將
軍
、
任
孝
爲
郎
。
…
…
…
嘗
從
長
安
還
、
欲
止
郵
亭
」
　
（
父
の

普

は
、
王
葬
の
時
に
田
禾
將
軍
と
爲
り
、
孝
を
任
じ
て
郎
と
爲
す
。
…
…
…
嘗
て
長
安
よ
り
還
り
、
郵
亭
に
止
ま
ら
ん
と
欲
す
）
と
。
が
ん
ら
い
亭
は

「
説
文
」
に
、
「
民
所
安
定
也
。
亭
有
棲
、
從
高
省
、
丁
聲
」
（
民
の
安
定
す
る
所
な
り
。
亭
に
棲
あ
り
、
高
の
省
に
從
い
、
丁
聲
）
と
見
え
、



段
玉
裁
の
注
に
「
民
の
安
定
す
る
所
と
は
、
民
を
是
に
居
ら
し
め
、
盗
賊
に
備
え
、
行
旅
は
是
に
於
て
止
宿
す
る
を
謂
う
」
と
。
亭
と

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
む
ね

定

と
は
畳
韻
字
で
安
定
の
義
を
生
じ
、
こ
の
亭
は
引
伸
さ
れ
て
亭
止
の
義
と
な
る
。
　
「
漢
書
」
百
官
公
卿
表
に
「
大
率
十
里
二
亭
、
亭

に

長

あ
り
。
十
亭
に
一
郷
、
郷
に
三
老
・
有
秩
・
薔
夫
・
游
微
あ
り
」
と
い
う
行
政
雇
域
の
軍
位
の
名
稽
と
し
て
の
亭
も
、
民
の
安
定

す

る
所
の
義
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
後
漢
書
」
百
官
志
の
「
亭
有
亭
長
、
以
禁
盗
賊
。
本
注
日
、
云
々
」
の
注
に
引
く
鷹
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ど

の

「
風
俗

通
」
に
、
「
漢
家
は
秦
に
因
り
、
大
率
十
里
一
亭
。
亭
は
、
留
る
な
り
、
蓋
し
行
旅
・
宿
會
の
館
る
所
な
り
。
亭
史
の
奮
名

は

負
弩
、
改
め
て
長
と
爲
す
、
或
は
亭
父
と
謂
う
」
と
。
又
た
鷹
氏
の
「
漢
官
儀
」
を
引
き
、
「
十
里
に
一
亭
、
亭
長
・
亭
候
を
設
け
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

五
里

に
一
郵
、
郵
間
相
い
去
る
こ
と
二
里
牛
、
姦
盗
を
司
る
。
亭
長
二
尺
の
板
を
持
し
て
以
て
賊
を
劾
し
、
索
縄
以
て
賊
を
収
執
す
」

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
う
。
皐
門
は
、
王
宮
の
外
門
の
う
ち
最
も
外
が
わ
の
門
を
い
う
。
　
「
後
漢
書
」
皇
后
紀
の
霊
帝
宋
皇
后
の
條
に
、
　
「
廃
后
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

鄭
父
子

を
収
葬
せ
ん
と
し
、
宋
氏
の
奮
螢
皐
門
亭
に
婦
す
」
と
見
え
、
注
に
「
漢
官
儀
」
を
引
き
「
十
二
門
み
な
亭
あ
り
」
と
い
う
。

皐
門
亭
部
の
田
は
、
城
郭
を
背
に
し
た
い
わ
ゆ
る
「
負
郭
の
田
」
で
あ
る
。
丹
書
鐵
券
は
、
丹
砂
で
も
っ
て
鐵
製
の
券
に
書
き
つ
け
る

意

で
、
無
窮
に
傳
え
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
鉛
券
に
刻
字
し
た
の
で
あ
る
が
、
丹
書
鐵
券
と
い
う
成
語
を
用
い
た
。
誓
文
を
作

っ

た

と
い
う
場
合
の
常
套
語
で
あ
る
。
　
「
漢
書
」
高
帝
紀
に
、
「
與
功
臣
剖
符
作
誓
、
丹
書
鐵
契
、
金
置
石
室
、
藏
之
宗
廟
」
　
（
功
臣
に

　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ

剖
符
を
與
え
て
誓
を
作
し
、
丹
書
鐵
契
、
金
置
石
室
、
こ
れ
を
宗
廟
に
藏
む
）
と
。
又
た
「
後
漢
書
」
祭
遵
傳
に
、
「
死
す
れ
ば
則
ち
そ
の
爵
邑
を

つ
た疇

え
、
世
々
嗣
を
絶
つ
こ
と
な
く
、
丹
書
鐵
券
、
無
窮
に
傳
え
ん
」
と
。
又
た
金
書
鐵
券
と
も
言
う
。
「
魏
書
」
文
成
文
明
皇
后
漏
氏

傳
に
、
「
自
太
后
（
1
1
凋
氏
）
臨
朝
専
政
、
…
…
…
王
叡
出
入
臥
内
、
藪
年
便
爲
宰
輔
、
賞
葺
財
吊
以
千
萬
億
計
、
金
書
鐵
券
、
許
以
不

死
之
語
」
　
（
太
后
、
朝
に
臨
み
政
を
專
に
せ
し
よ
り
、
…
…
…
王
叡
は
臥
内
に
出
入
し
、
数
年
に
し
て
便
ち
宰
輔
と
な
り
、
賞
費
の
財
畠
は
千
萬
億
を

以
て
計

り
、
金
書
鐵
券
、
許
す
に
不
死
の
語
を
以
て
す
）
と
。

地
券
徴
存
考
繹

一
二



中
国
思
想
史
研
究

ご
二

（
1
1
）
張
煉
洛
買
墓
田
博
券

正
始
四

年
九
月
十
六
日
北
坊
民
張
殊

洛
從
糸
民
路
阿
見
買
墓
田
三
畝
南

齊
王
墓
北
弘
五
十
三
歩
東
齊
口
墓
四
兄
十
二

出
碩
絹
九
匹
其
弛
保
無
口
盗
若
有
人
識
者

抑
伏
畝
敷
出
見
好
口
口
口
口
口
口
民
私
口

口
券
文
後
吝
不
得
攣
悔
若
先
改
者
出

北
絹
五
匹
董
指
爲
信
書
券
人
溜
口

時
人
路
善
王
　
時
人
路
榮
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ

　
正
始
四

年
（
二
四
三
）
九
月
十
六
日
。
北
坊
の
民
張
疎
洛
、
糸
の
民
路
阿
見
よ
り
墓
田
三
畝
を
買
う
。
南
は
齊
王
の
墓
、
北
は
弘
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

五
十
三
歩
、
東
は
齊
口
の
墓
、
四
（
西
）
は
八
十
二
歩
。
碩
絹
九
匹
を
出
す
。
そ
の
弛
（
地
）
口
盗
な
き
を
保
す
。
若
し
人
の
識
あ
り
て
畝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

藪
を
抑
伏
せ
ば
、
憐
の
好
口
口
口
を
出
し
、
・
：
…
…
券
文
を
団
ろ
る
の
後
、
吝
み
て
攣
悔
す
る
を
得
ず
。
若
し
先
に
改
む
る
も
の
は
、

北
（
背
）
絹
五
匹
を
出
す
。
書
指
し
て
信
と
爲
す
。
書
券
人
溜
口
。
時
人
路
善
王
、
時
人
路
榮
孫
。

　

「
地
券
徴
存
」
よ
り
採
っ
た
。
博
上
に
八
行
に
刻
し
、
正
面
に
六
行
、
末
の
二
行
は
博
側
に
存
る
と
い
う
。
行
の
字
敷
は
不
等
。
羅

氏
は

後
魏
の
正
始
四
年
（
五
〇
七
）
の
博
券
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
妥
當
で
は
あ
る
ま
い
。
も
し
後
魏
の
正
始
四
年
な
ら
、
宣
武
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
な

の

時
代
の
年
號
で
あ
る
か
ら
、
組
父
献
文
帝
の
誰
弘
は
避
け
た
は
ず
で
あ
る
。
「
魏
書
」
で
は
漏
弘
を
稻
す
る
に
字
の
文
通
を
以
て
し
、

「
本
名
は
顯
祀
の
廟
謹
を
犯
す
」
と
表
現
し
、
石
勒
の
子
弘
を
稻
し
て
字
の
大
雅
を
言
い
、
「
名
は
顯
祀
の
廟
謹
を
犯
す
」
と
述
べ
て



い

る
。
又
た
、
「
地
形
志
」
の
陳
州
の
恒
農
郡
の
注
に
、
「
前
漢
置
く
、
顯
祀
の
誰
を
以
て
、
改
め
て
恒
と
日
う
」
と
。
即
ち
、
弘
農

郡

を
恒
農
と
改
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
の
例
も
顯
租
献
文
帝
の
誰
弘
を
避
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
博
券
で

は

三
行
目
に
弘
字
を
用
い
て
い
る
か
ら
、
後
魏
の
正
始
で
は
な
く
、
三
國
魏
の
正
始
四
年
（
二
四
三
）
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
行

目
の
「
從
糸
民
路
阿
見
」
の
糸
は
、
糸
へ
ん
だ
け
が
刻
ま
れ
、
つ
く
り
の
部
分
は
落
ち
て
い
る
。
地
名
で
あ
ろ
う
が
、
何
字
で
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
分

ら
ぬ
。
四
至
を
述
べ
た
個
所
で
、
西
側
に
當
る
「
四
男
十
二
歩
」
は
、
　
「
西
八
十
二
歩
」
で
あ
ろ
う
。
男
は
別
の
省
文
。
八
と
別

と
は
隻
聲
畳
韻
字
で
あ
る
か
ら
、
音
の
近
似
に
よ
っ
て
見
と
な
っ
た
。
當
時
の
俗
語
に
八
を
別
と
書
く
こ
と
が
行
は
れ
て
い
た
の
か
も

知
れ
ぬ
。
後
世
、
改
窟
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
八
を
捌
と
書
く
こ
と
が
あ
る
。
　
「
集
韻
」
に
よ
る
と
八
も
捌
も
音
は
と
も
に
布
抜

切
。
碩
絹
の
碩
は
、
大
の
義
。
大
絹
と
は
廣
は
ば
の
絹
の
こ
と
か
。
墓
地
の
代
償
と
し
て
絹
で
擁
っ
た
の
で
あ
る
。
「
其
地
保
無
口
盗
」

は

分

り
に
く
い
句
で
あ
る
。
そ
の
地
に
は
宿
盗
な
ど
お
ら
ず
、
盗
堀
な
ど
さ
れ
る
恐
れ
は
無
い
意
か
。
或
は
、
そ
の
地
は
盗
ん
で
得
た

土
地
で
無
い
こ
と
を
う
け
あ
う
意
か
。
　
「
若
有
人
有
識
者
、
抑
伏
畝
敷
」
は
、
第
三
者
が
意
あ
っ
て
そ
の
土
地
の
所
有
権
を
主
張
し
た

場
合
を
豫
想
し
て
、
そ
の
た
め
の
取
り
き
め
の
文
言
の
假
設
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
識
は
、
古
文
は
志
に
作
り
、
意
の
義
で
あ
る
。
抑
伏

は
、
伏
抑
と
も
言
い
、
柱
・
屈
の
義
。
自
分
の
買
っ
た
土
地
に
、
第
三
者
が
故
意
に
所
有
権
を
主
張
し
た
場
合
に
、
責
主
が
そ
れ
に
封

抗

し
て
妥
當
な
虎
置
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
出
見
好
口
口
口
」
の
好
は
、
善
・
正
の
義
で
、
責
主
路
阿
白
の
正
當
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
な

…
…
…
を
出
す
意
で
あ
ろ
う
。
因
に
、
路
阿
鼻
の
阿
は
、
庶
民
が
名
に
附
け
て
字
と
し
て
用
い
て
、
路
白
が
路
阿
白
と
構
せ
ら
れ
た
。

ム見

も
名
に
附
け
て
臼
見
と
言
っ
た
の
で
二
字
を
合
せ
て
一
字
の
如
く
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。
阿
も
見
も
が
ん
ら
い
助
語
の
辞
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
な

「
日
知
録
」
三
十
二
に
、
「
隷
繹
に
漢
の
殻
院
碑
陰
に
云
う
、
そ
の
間
四
十
人
、
皆
な
そ
の
名
を
字
に
し
て
繋
ぐ
に
阿
字
を
以
て
す
。
劉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

興
・
阿
興
、
溜
京
・
阿
京
の
類
の
如
し
。
必
ず
編
戸
の
民
に
し
て
未
だ
嘗
て
そ
の
徳
を
表
わ
さ
ず
、
石
に
書
す
る
も
の
そ
の
整
齊
を
欲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
つ
さ

し
て
強
い
て
こ
れ
を
加
う
。
猶
お
今
ま
聞
巷
の
婦
、
阿
を
以
て
そ
の
姓
を
摯
ぐ
が
ご
と
し
（
1
姓
の
上
に
阿
を
つ
け
る
こ
と
を
い
う
ー
）
」

地
券
徴
存
考
繹

二
三
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二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
い
　
　
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ

と
。
又
た
「
抱
朴
子
」
外
篇
弾
禰
篇
に
、
「
（
禰
）
衡
、
許
下
に
游
び
、
公
卿
國
士
よ
り
以
下
、
衡
初
て
そ
の
宮
を
稻
せ
ず
、
皆
な
こ
れ

を
名
ざ
し
て
阿
某
と
云
い
、
或
は
姓
を
以
て
こ
れ
を
呼
び
て
某
見
と
爲
す
。
孔
融
を
呼
び
て
大
見
と
爲
し
、
楊
脩
を
呼
び
て
小
見
と
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ

す
」
と
い
う
。
　
（
禰
衡
が
公
卿
國
士
の
名
の
上
に
阿
を
つ
け
て
阿
某
と
呼
ん
だ
の
は
、
衡
の
不
遜
な
態
度
を
表
す
。
今
、
阿
字
の
用
例
と
し
て
引
く
。
）

六
行
目
の
最
後
の
字
は
、
「
徴
存
」
に
よ
る
と
出
字
の
上
の
宇
分
だ
け
が
刻
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
「
出
北
絹
五
匹
」
は
、
約
束

を
改
変
し
た
時
に
は
、
背
約
の
つ
ぐ
な
い
と
し
て
絹
五
匹
を
渡
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
北
は
背
に
同
じ
。
　
「
書
指
爲
信
」
の
書
指

は
、
無
筆
も
の
が
署
名
の
か
わ
り
に
指
の
形
態
や
指
節
を
画
い
た
方
法
。
こ
こ
は
書
券
人
播
某
が
代
っ
て
買
地
券
を
作
っ
た
の
で
あ
る

が
、
「
書
指
爲
信
」
と
い
う
當
時
の
常
套
手
段
を
用
い
て
証
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
時
人
は
、
時
秀
人
と
同
じ
く
、
そ
の
時
の
立
會
人

の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
吝
不
得
愛
悔
」
の
吝
は
、
　
「
論
語
」
の
「
出
内
之
吝
、
謂
之
有
司
」
の
吝
で
、
孔
注
に
「
惜
難
之
」

　
　
　
　
　
　
か
た

（惜
み

て

こ
れ
を
難
し
と
す
）
と
言
い
、
皇
疏
に
「
難
惜
之
也
」
（
難
し
と
し
て
こ
れ
を
惜
む
な
り
）
と
言
う
よ
う
に
、
こ
こ
は
愛
悔
す
る
こ

と
を
は
ば
か
る
意
味
で
あ
る
。
因
に
、
吝
字
は
格
・
宏
・
怯
に
作
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
注
意
す
る
と
よ
い
。

（
1
2
）
喬
進
臣
買
地
博
券

元
和
九
年
九
月
廿
七
日
喬
進
臣
買

徳
地
一
段
東
至
東
海
西
至
山
南
至

劔
谷
北
至
長
城
用
銭
九
十
九
千
九

百
九
文
其
銭
交
付
詫
其
得
更
不
得
杵

怯
如
有
件
怯
打
祢
九
千
使
休
作
奴
脾

上
至
天
下
至
皇
泉
保
人
張
堅
故



　
　
　
　
　
　
　
　
保
人
管
公
明

　
　
　
　
　
　
　
　
保
人
東
方
朔

　
　
　
　
　
　
　
　
見
人
李
定
度

　
琢
州
萢
陽
縣
向
陽
郷
永
樂
村
敦
義
理

　
南
二
里
　
　
　
　
　
人
喬
進
臣
牒

　
元
和
九
年
（
八
一
四
）
九
月
廿
七
日
。
喬
進
臣
は
地
一
段
を
買
徳
（
得
）
す
。
東
は
東
海
に
至
り
、
西
は
山
に
至
り
、
南
は
劔
谷
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ
　
　
　
　
　
　
　
ご
り
ん

り
、
北
は
長
城
に
至
る
。
銭
九
十
九
千
九
百
九
文
を
用
う
。
そ
の
銭
交
付
し
、
そ
の
得
詑
る
。
更
に
杵
怯
（
悟
吝
）
す
る
こ
と
を
得
ず
。

も
　
　
ご
り
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

如

し
件
怯
（
梧
吝
）
す
る
こ
と
有
ら
ば
、
祢
を
打
つ
こ
と
九
千
、
祢
を
し
て
奴
碑
と
作
さ
使
め
ん
。
上
は
天
に
至
り
下
は
皇
（
黄
）
泉
に

至

る
。
保
人
張
堅
故
。
保
人
管
公
明
。
保
人
東
方
朔
。
見
人
李
定
度
。
琢
州
萢
陽
縣
（
今
河
北
省
琢
縣
）
向
陽
郷
永
樂
村
敦
義
理
南
二
里

の

人
喬
進
臣
牒
。

　

「
徴
存
」
よ
り
採
っ
た
唐
代
の
鎭
墓
券
。
買
徳
は
、
買
得
に
同
じ
。
徳
・
得
は
同
音
の
字
で
、
　
「
廣
韻
」
に
よ
れ
ば
多
則
切
。
　
「
地

一
段
」
の
段
は
、
量
詞
。
土
地
面
積
の
軍
位
で
は
な
い
か
ら
注
意
。
量
詞
と
し
て
の
段
は
が
ん
ら
い
断
の
假
借
字
（
「
説
文
通
訓
定
聲
」
）
。

ひ

と
ま
と
め
に
な
っ
た
も
の
が
段
で
、
紙
・
肉
・
布
吊
・
土
地
・
文
章
そ
の
他
の
事
や
物
に
汎
用
さ
れ
る
ほ
か
、
現
代
語
の
件
．
塊
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
じ
様
に
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
奮
唐
書
」
職
官
志
二
の
「
凡
賜
十
段
、
其
率
絹
三
匹
、
布
三
端
、
綿
三
屯
」
の
段
は
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
水
経
注
」
一
の
「
郭
義
恭
廣
志
日
。
甘
水
也
、
…
…
…
有
石
塩
、
白
如
水
精
、
大
段
則
破
而
用
之
」
の
大
段
は
大
塊
に
等
し
い
。
又

た

「
こ
の
た
び
の
こ
と
は
」
の
意
味
で
、
「
此
段
」
・
「
今
段
」
を
用
い
る
こ
と
が
南
北
朝
の
正
史
に
見
え
る
（
「
宋
書
」
明
恭
王
皇
后
傳

・

「
南
齊
書
」
倖
臣
劉
係
宗
傳
・
「
魏
書
」
劉
道
斌
傳
）
。
わ
が
國
語
と
は
用
法
を
異
に
す
る
の
で
；
口
つ
け
加
え
る
。
四
至
は
、
も
ち
ろ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

假
構
の

こ
と
で
あ
る
。
杵
怯
の
杵
は
、
「
説
文
」
に
い
う
梧
で
、
「
説
文
」
に
は
「
箱
、
逆
也
」
と
あ
る
。
こ
の
字
は
ま
た
朱
駿
聲
も

地
券
徴
存
考
稗

二
五
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指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
立
し
ん
べ
ん
に
午
、
人
べ
ん
に
午
、
手
へ
ん
に
吾
、
又
た
誤
っ
て
牛
へ
ん
に
吾
に
作
る
こ
と
が
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
碑
別
字
で
は
立
し
ん
べ
ん
を
十
に
作
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
字
も
十
へ
ん
に
午
に
作
る
こ
と
も
あ
る
。
怯
は
、
吝
の
俗
字
。
ま
た

宏
・
悟
に
作
る
。
梧
吝
は
、
惜
く
な
っ
て
契
約
に
背
く
こ
と
を
い
う
。
「
打
弥
九
千
、
使
休
作
奴
脾
」
に
つ
い
て
は
既
に
説
明
し
た
が
、

　弥
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
と
よ
い
。
王
力
は
「
廣
韻
」
に
「
祢
、
秦
人
呼
労
人
之
構
、
乃
里
切
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

唐
代
に
新
し
く
生
れ
た
詞
と
し
て
い
る
が
（
「
漢
語
史
稿
」
）
、
「
北
史
」
李
幼
廉
傳
に
「
（
世
宗
文
裏
帝
）
…
…
…
求
好
長
史
、
畢
者
多
不
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

納
。
後
因
大
集
、
謂
陳
元
康
日
、
我
教
弥
好
長
史
虚
、
李
幼
廉
即
其
人
也
」
、
突
願
傳
に
「
祢
能
作
幾
年
可
汗
」
、
又
た
「
惰
書
」
五
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

志
上
に

「
（北
齊

後
主
）
武
平
元
年
、
童
謡
日
、
狐
戴
尾
、
休
欲
除
我
我
除
休
。
…
…
…
二
年
、
童
謡
日
、
和
士
開
、
七
月
三
十
日
、
將

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

休
向
南
墓
」
、
許
善
心
博
に
「
我
好
欲
放
弥
、
敢
如
此
不
遜
」
、
李
密
傳
に
「
共
弥
論
相
殺
事
、
何
須
作
書
語
邪
」
と
見
え
る
か
ら
、
齊

惰
人
の
語
か
も
知
れ
ぬ
。
「
通
雅
」
に
「
爾
・
汝
・
而
・
若
は
、
乃
ち
一
聲
の
轄
。
爾
は
又
た
ホ
に
作
り
、
ホ
は
又
た
休
に
作
り
、
俗

書
に
祢
に
作
る
」
と
言
う
の
は
、
語
源
の
解
舞
と
し
て
は
妥
當
な
説
で
あ
ろ
う
。
「
上
至
天
、
下
至
黄
泉
」
は
誓
詞
。
天
地
祠
明
に
誓
っ

て

の

意
。
保
人
は
保
澄
人
、
見
人
は
立
會
人
で
あ
ろ
う
。
こ
の
四
人
は
も
ち
ろ
ん
烏
有
の
人
物
で
、
紳
仙
の
名
で
あ
る
。
土
公
（
土
地

紳
）
か
ら
土
地
を
買
い
、
紳
仙
が
保
人
・
見
人
で
あ
る
。
張
堅
固
は
、
　
「
地
券
徴
存
」
に
牧
め
る
明
の
天
啓
七
年
の
鎭
墓
券
に
も
牙
人

（仲
介
人
）
と
し
て
出
て
く
る
。

（
1
3
）
延
光
四
年
李
徳
買
地
鉛
券

延
光
四

年
乙
丑
朔
三
日
庚
午
東
郡
太
守
李
徳
遷
葬
干
購
地
縣
買
地
一
畝
餓
債
直
銭
萬
二
千

東
部
李
校
尉
西
部
黄
家
後
裏
南
部
路
北
和
睦
里
如
地
申
伏
有
　
骸
者
男
爲
奴
女
爲
蝉
同
第

ゴ一

子
遷
一
葬
予
此
皆
執
…
券
約
時
年
五
十
有
⊥
ハ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
い

　
延
光
四

年
（
＝
一
五
）
乙
丑
朔
三
日
庚
午
。
東
郡
の
太
守
李
徳
、
罷
池
縣
に
遷
葬
せ
ん
と
し
、
地
を
買
う
こ
と
一
畝
鹸
、
債
直
（
値
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
か
く

　
萬
ご
千
な
り
。
東
部
は
李
校
尉
、
西
部
は
黄
家
の
後
裏
、
南
部
は
路
、
北
は
和
睦
里
な
り
。
如
し
地
申
に
伏
れ
て
　
骸
あ
ら
ば
、
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
こ
こ

　
は

奴

と
爲
し
、
女
は
脾
と
爲
さ
ん
。
第
三
子
と
同
に
此
に
遷
葬
す
。
皆
な
券
約
を
執
る
。
時
に
年
五
十
有
六
。

　
時
代
は
前
後
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
　
「
文
物
」
一
九
六
四
年
第
十
二
期
の
朱
江
「
四
件
没
有
登
表
過
的
地
券
」
の
中
か
ら
二
つ
ば
か

り
採
る
。
（
1
3
）
と
（
1
4
）
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
（
1
3
）
は
近
年
の
出
土
物
で
は
な
く
、
上
海
博
物
館
の
奮
藏
だ
と
い
う
。
こ
の
鉛
券
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

年
月
朔
日
子
に
は
月
歎
が
無
く
、
そ
の
上
、
朔
日
が
乙
丑
と
す
る
と
三
日
は
丁
卯
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　
「
三
日
庚
午
」
と
は
解
し
か

ね

る
。
も
し
三
日
が
庚
午
な
ら
戊
辰
朔
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
朱
江
は
出
土
物
と
信
じ
て
紹
介
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
朱
氏
の

繹
文
が
正

し
い
と
す
る
と
、
こ
の
券
は
恐
ら
く
億
造
さ
れ
た
も
の
で
、
博
物
館
が
姦
滑
な
古
董
商
に
つ
か
ま
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自

分
の
男
子
を
第
三
子
と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
第
三
子
で
あ
っ
て
も
異
様
で
、
名
を
合
せ
て
書
く
べ
き
と
こ
ろ
だ
。
　
「
地
申
伏

有
　
骸
者
、
男
爲
奴
、
女
爲
蝉
」
に
つ
い
て
は
、
　
（
3
）
孫
成
買
地
鉛
券
で
説
明
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
朱
江
は
漢
券
中
で
三
例
を
見

た
と
述
べ
て
い
る
。
漢
券
特
有
の
規
約
か
も
知
れ
ぬ
。
　
「
三
國
志
」
魏
書
毛
琉
榑
に
、
　
「
漢
律
、
罪
人
妻
子
没
爲
奴
脾
、
鯨
面
」
と
あ

る
か
ら
、
漢
律
で
は
罪
人
の
妻
子
を
官
に
没
し
て
奴
姉
と
す
る
こ
と
が
行
は
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
私
人
の
間
で
も

賠
償

と
し
て
、
男
女
を
牧
め
て
奴
姉
と
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
因
に
「
漢
書
」
地
理
志
に
も
、
「
樂
浪
・
朝
鮮
民

犯
禁
八
條
。
…
…
…
相
盗
者
男
没
入
爲
其
家
奴
、
女
子
爲
脾
」
と
見
え
、
「
魏
略
」
に
も
、
「
高
麗
の
俗
、
…
…
…
罪
有
ら
ば
、
則
ち

諸
加
を
會
し
て
評
議
し
、
便
ち
こ
れ
を
殺
し
、
妻
子
を
没
し
て
奴
脾
と
爲
す
」
と
い
う
（
「
翰
苑
」
蕃
夷
部
引
）
。

（
1
4
）
夏
妾
陸
氏
生
墳
地
券

早
登
壽
魁
元

地
券
徴
存
考
稗

二
七
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二
八

維
大
明
崇
順
拾
陸
年
歳
次
癸
未
孟

夏
月
十
六
己
卯
日
午
時
下
縛
繋
直

隷

松
江
府
華
亭
縣
修
竹
郷
四
十
三

保
一
厘
奮
坊
一
圓
大
樹
大
王
廟
界

止
言
字
坪
面
陽
居
住
奉
祠
立
券
待

封
陸
氏
庚
年
三
十
一
歳
本
命
癸
丑

年
十
二
月
二
十
八
日
子
時
生
年
運

通
利
理
宜
預
築
長
生
壽
域
今
卜
吉

地
在
本
保
三
匿
十
三
圓
中
在
字
坪
號

内
田
建
成
一
穴
立
亥
山
巳
向
丁
巳

丁
亥
分
金
左
青
龍
右
白
虎
前
朱
雀

後
玄
武
内
勾
陳
天
星
生
貴
子
八
卦

旺
見
孫
山
神
不
可
占
任
几
此
立
券
文

　
早
登
壽
魁
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ろ
　
　
さ

　
維
れ
大
明
の
崇
頑
拾
陸
年
（
一
六
四
三
）
歳
癸
未
に
次
る
孟
夏
月
（
夏
四
月
）
十
六
己
卯
の
日
、
午
時
。
晴
（
博
）
を
下
し
繋
げ
ん
と
し
、

直
隷
松
江
府
華
亭
縣
修
竹
郷
四
十
三
保
一
厘
奮
坊
一
圖
の
大
樹
大
王
廟
界
止
、
言
字
坪
の
陽
に
面
せ
る
居
住
に
神
を
奉
じ
券
を
立
て
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う

を
待
っ
。
陸
氏
は
庚
年
三
十
一
歳
、
本
命
は
癸
丑
の
年
、
十
二
月
二
十
八
日
子
時
生
。
年
運
通
利
、
理
と
し
て
宜
し
く
預
め
長
生
壽
域



を
築
く
べ
く
、
今
ま
吉
地
を
ト
し
、
本
保
の
三
逼
十
三
圓
中
の
在
字
坪
號
内
の
田
に
在
て
一
穴
を
建
成
す
。
亥
山
を
立
て
巳
向
、
丁
巳

・

丁
亥
に
分
金
す
。
左
は
青
龍
、
右
は
臼
虎
、
前
は
朱
雀
、
後
は
玄
武
、
内
は
勾
陳
。
天
星
は
貴
子
を
生
じ
、
八
卦
は
見
孫
を
旺
に
せ

　
　
　
　
う
か
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

ん
。
山
神
は
占
（
睨
）
う
可
か
ら
ず
。
此
に
賃
り
て
券
文
を
立
つ
。

　

明
末
の
夏
允
葬
の
墓
域
か
ら
出
土
し
た
妾
陸
氏
の
地
券
で
あ
る
。
夏
氏
の
合
葬
墓
に
は
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
墓
坑
が
四
つ
あ
り
、

一
は

夏
允
舞
本
人
の
墓
坑
、
一
は
夏
妻
盛
氏
の
生
墳
、
一
は
夏
妾
陸
氏
の
生
墳
、
別
の
一
坑
は
允
捧
の
子
完
淳
の
墓
坑
と
博
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た

い

る
と
い
う
。
盛
氏
券
と
陸
氏
券
と
は
券
文
及
び
そ
の
格
式
は
、
柄
券
と
も
同
じ
で
博
券
の
蓋
に
は
桃
・
榴
花
紋
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
生
墳

は
、
生
時
に
預
め
螢
む
墓
穴
で
あ
る
。
古
く
は
壽
藏
と
言
っ
た
。
　
「
孟
子
章
句
」
の
著
者
と
し
て
有
名
な
後
漢
末
の
趙
岐
の
氾

史
本
傳
に
、
「
先
自
爲
壽
藏
、
圖
季
札
・
子
産
・
曇
嬰
・
叔
向
四
像
居
賓
位
、
又
自
責
其
像
居
主
位
、
皆
爲
讃
頒
」
　
（
先
に
自
ら
壽
藏
を

つ

く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
が
　
　
　
　
　
　
　
お

爲
り
、
季
札
・
子
産
・
曇
嬰
・
叔
向
の
四
像
を
圓
い
て
賓
位
に
居
き
、
又
た
自
ら
そ
の
像
を
書
い
て
主
位
に
居
き
、
皆
な
讃
煩
を
爲
る
）
と
。
　
壽
家
・

壽
穴
・
壽
域
・
壽
城
・
壽
宮
と
も
い
う
。
壽
は
長
壽
を
覗
し
て
い
う
語
。
「
後
漢
書
」
宙
者
侯
覧
傳
・
「
南
史
」
王
僧
慶
榑
、
や
や
下

っ

て

「
奮
唐
書
」
文
苑
司
空
圏
傳
・
「
新
唐
書
」
挑
扇
博
等
に
も
、
生
墳
を
螢
ん
だ
記
事
が
見
え
る
。
陸
氏
は
、
夏
完
淳
二
六
三
一
～

一
六
四

七
）
の
生
母
。
父
の
夏
允
舞
は
、
字
は
捧
仲
、
松
江
府
華
亭
縣
の
人
。
同
邑
の
陳
子
龍
・
徐
孚
遠
・
王
光
承
等
と
幾
枇
を
結
び
、

張
薄
・
楊
廷
橿
等
の
復
肚
と
相
い
臆
和
し
た
。
南
京
の
陥
落
し
た
乙
酉
の
歳
（
一
六
四
五
）
に
松
江
も
破
れ
、
　
八
月
に
允
鼻
は
水
に
投

じ
て
自
殺
し
た
。
妻
子
は
允
舞
の
兄
之
旭
、
字
は
元
初
に
託
せ
ら
れ
た
が
、
後
二
年
、
陳
子
龍
の
獄
に
連
坐
し
て
完
淳
は
執
え
ら
れ
て

南
京
に
至
っ
て
死
し
、
つ
い
で
、
之
旭
は
孔
子
廟
で
自
総
し
た
。
之
旭
の
「
絶
命
詞
」
に
、
　
「
余
、
先
帝
の
攣
に
遭
い
、
跡
を
浮
屠
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ら

寄

す
。
乙
酉
八
月
、
松
城
潰
え
、
舎
弟
舞
仲
節
に
殉
ず
。
余
即
ち
借
に
死
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
仲
孤
寡
を
以
て
託
せ
見
る
、
是
を
用
て

未
だ

果

さ
ず
。
然
れ
ど
も
城
市
に
向
わ
ず
し
て
坐
す
こ
と
、
已
に
弦
に
雨
年
な
り
」
と
い
う
。
盛
氏
と
完
淳
の
姉
（
嘉
定
の
諸
生
侯
淘
に

と
つ適

ぎ
早
く
寡
と
な
る
）
と
は
家
を
棄
て
て
道
に
入
っ
た
と
い
う
（
侯
玄
酒
「
夏
允
舞
傳
」
）
。
陸
氏
に
つ
い
て
は
完
淳
の
「
獄
中
上
母
書
」
に
、

地
券
徴
存
考
稗

二
九
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三
〇

「
不
孝
完
淳
今

日
死
　
。
以
身
殉
父
。
不
得
以
身
報
母
突
。
…
…
…
致
慈
君
託
述
於
空
門
。
生
母
寄
生
於
別
姓
。
…
…
…
嫡
母
慈
恵
。

千
古
所
難
。
大
恩
未
酬
。
令
人
痛
絶
。
慈
君
託
之
義
融
女
兄
。
生
母
託
之
昭
南
女
弟
」
（
不
孝
完
淳
今
日
死
す
。
身
を
以
て
父
に
殉
ず
る
も
、

身
を
以
て
母
に
報
ず
る
を
得
ず
。
…
…
…
慈
君
は
迩
を
空
門
に
託
し
、
生
母
は
生
を
別
姓
に
寄
す
る
を
致
す
。
…
…
…
嫡
母
は
慈
恵
に
し
て
、
千
古
に
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
う
と

し
と
す
る
所
、
大
恩
に
未
だ
酬
い
ず
、
人
を
し
て
痛
紹
せ
し
む
。
慈
君
は
こ
れ
を
義
融
女
兄
に
託
し
、
生
母
は
こ
れ
を
昭
南
女
弟
に
託
す
）
と
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
な

こ
の
慈
君
と
は
父
の
兄
之
旭
、
嫡
母
は
父
の
適
妻
で
あ
る
盛
氏
、
義
融
は
姉
の
字
、
昭
南
は
妹
恵
吉
の
字
。
完
淳
の
妻
は
職
方
司
主
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

銭
栴
の

女
で
、
完
淳
の
死
後
、
髪
を
削
っ
て
尼
と
な
っ
た
。
一
女
を
生
み
、
遺
腹
の
一
男
は
天
折
し
、
夏
氏
の
後
は
絶
え
た
と
い
う
。

（
以

上
、
主
と
し
て
「
夏
完
淳
集
」
一
九
五
九
年
上
海
中
華
書
局
編
輯
に
よ
っ
た
。
こ
れ
に
は
晩
明
の
史
籍
か
ら
夏
氏
父
子
に
関
す
る
史
傳
詩
文
等
を
輯

存
し
附
載
し
て
い
る
。
）

　

「
早
護
壽
魁
元
」
は
、
博
券
（
拓
片
）
の
篤
眞
に
よ
る
と
、
模
糊
と
し
て
い
る
が
、
　
地
券
の
文
面
の
上
側
に
右
か
ら
左
へ
と
横
書
き

に

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
世
の
母
親
た
る
も
の
が
男
の
子
の
立
身
・
長
壽
・
登
科
を
願
う
碗
請
の
辞
で
あ
ろ
う
。
　
「
五
男
二
女
三
公
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

卿
」
・
「
五
子
登
科
」
の
類
だ
。
萱
試
参
隷
伍
陸
染
捌
玖
拾
等
の
敷
目
は
、
す
で
に
宋
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。
某
保
某
厘
某
圓
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ

松
江
府
の
行
政
厘
画
。
各
府
に
統
一
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
鎭
江
府
で
は
、
　
「
劉
仙
港
　
在
十
一
雇
二
十
二
都
十
一
圖
至
丹
陽

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

縣
界

止
」
・
「
大
港
　
在
十
厘
十
一
都
一
二
三
圖
至
戴
家
村
止
」
と
府
志
に
見
え
る
（
「
古
今
圓
書
集
成
」
職
方
典
七
ご
六
。
い
ま
地
方
志
が

手

も
と
に
無
い
の
で
「
古
今
圓
書
集
成
」
台
湾
鼎
文
書
局
景
印
本
よ
り
引
く
）
。
大
樹
大
王
廟
は
、
道
教
の
鬼
祠
を
祠
る
廟
。
　
「
集
成
」
職
方
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

六
九
七
松
江
府
祠
廟
考
一
に
見
え
る
。
　
「
大
樹
大
王
廟
界
止
言
字
坪
」
は
、
　
「
文
物
」
に
引
く
朱
氏
の
原
文
は
、
　
「
言
止
」
と
な
っ
て

い

る
が
、
こ
れ
だ
と
意
味
が
取
り
に
く
い
。
止
言
の
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
と
見
な
し
て
意
を
以
て
改
め
た
。
某
界
止
・
某
村
止
・
某
橋
止
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

某
圓
止
等
、
地
方
志
に
用
例
が
多
い
。
又
た
言
字
坪
・
在
字
坪
の
よ
う
に
、
坪
に
は
字
號
を
つ
け
て
逼
別
し
た
。
明
の
王
同
租
（
一
四
九

七
～
一
五
五
↓
）
の
「
論
治
田
法
」
（
「
集
成
」
職
方
典
七
〇
三
松
江
府
部
藝
文
一
引
）
に
、
「
蓋
東
南
水
田
。
皆
以
岸
膣
爲
裏
。
外
通
水
道
。
以



　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

時
蓄
泄
。
在
宋
謂
之
園
田
。
皆
有
字
號
名
色
。
然
坪
之
置
。
随
地
形
廣
挾
。
水
道
遠
近
。
爲
之
大
小
。
一
拝
之
田
。
多
或
至
於
二
三
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
て
　
　
　
　
　
つ
つ

畝
。
少
或
不
及
百
畝
L
（
蓋
し
東
南
の
水
田
は
、
皆
な
岸
膣
を
以
て
裏
む
こ
と
を
爲
し
、
外
に
水
道
を
通
じ
、
時
を
以
て
蓄
泄
す
。
宋
に
在
り
て
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
え

園
田
と
謂
い
、
皆
な
字
號
の
名
色
あ
り
。
然
れ
ど
も
坪
の
置
か
る
る
は
、
地
形
の
廣
狭
、
水
道
の
遠
近
に
随
っ
て
、
こ
れ
が
大
小
を
爲
す
。
　
一
坪
の
田
、

多
き
は
或
は
二
三
千
畝
に
至
り
、
少
き
は
或
は
百
畝
に
及
ば
ず
）
と
い
う
。
園
田
も
坪
田
も
同
じ
も
の
。
土
手
を
築
い
て
田
を
園
み
、
外
が
わ

に

水
路

を
通
じ
、
田
の
水
を
調
節
し
た
。
江
准
の
漏
地
帯
で
田
が
冠
水
す
る
の
を
防
い
だ
の
で
あ
る
。
徐
光
啓
「
農
政
全
書
」
五
の
園

田
の
條
に
圓
譜
が
あ
る
か
ら
見
る
と
よ
い
。
庚
年
は
、
年
齢
を
い
う
。
本
命
は
、
生
年
の
干
支
。
年
運
通
利
は
、
歳
月
が
平
穏
無
事
に

過
ぎ
ゆ
く
こ
と
。
「
立
亥
山
日
向
」
は
、
墓
域
の
北
北
西
の
角
に
、
南
南
東
を
向
い
て
山
形
に
土
を
盛
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
し
ろ

當
時
の
習
俗
と
し
て
何
か
呪
術
的
な
意
味
が
あ
ろ
う
が
未
詳
。
山
祠
の
形
代
か
も
知
れ
ぬ
。
　
「
丁
巳
・
丁
亥
分
金
」
は
、
丁
巳
と
丁
亥

と
の
日
に
、
銅
銭
を
土
山
に
ま
い
て
山
紳
に
供
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
左
青
龍
右
白
虎
前
朱
雀
後
玄
武
内
勾
陳
」
は
、
生
墳
は
北
側
に

入
口

が

あ
り
、
南
面
。
北
か
ら
南
に
向
っ
て
入
る
と
、
内
部
の
天
井
の
壁
に
、
北
か
ら
向
っ
て
左
（
東
）
に
青
龍
、
右
（
西
）
に
臼
虎
、

前
（
南
）
に
朱
雀
、
後
（
北
）
に
玄
武
、
内
（
中
央
）
に
勾
陳
、
の
五
星
宿
が
画
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
勾
陳
は
天
帝
の
後
宮
に
當

る
か
ら
、
婦
人
の
生
墳
に
は
ふ
さ
わ
し
い
わ
け
で
あ
る
。
　
「
天
星
生
貴
子
八
卦
旺
見
孫
」
は
、
男
子
は
科
撃
に
合
格
し
て
立
身
出
世
し
、

見
孫
は

榮
え
ん
こ
と
を
所
請
す
る
語
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
夏
允
舞
完
淳
父
子
の
残
後
、
陸
氏
は
ど
う
な
っ
た
の
か
分
ら
ぬ
。
完
淳
の
「
獄
申
上
母
書
」
に
、
　
「
生
母
寄
生
於
別
姓
」
と
あ
る
の

は
、
改
嫁
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
か
も
知
れ
ぬ
が
定
か
で
な
い
。
こ
こ
の
墓
坑
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
朱
江

は

何

も
報
告
し
て
い
な
い
。
改
嫁
し
た
と
す
れ
ば
こ
こ
に
は
葬
ら
れ
て
い
な
い
。
陸
氏
の
作
と
い
う
一
首
の
「
追
悼
」
詩
が
傳
え
ら
れ

て

い
る
。

地
券
徴
存
考
稗

一三



中
国
思
想
史
研
究

附
編（

1
5
）
東
晋
謝
醜
墓
志

昔
故
豫
章
内
史
陳
（
國
）
陽
夏
謝
飽
幼
輿
以
泰
寧
元
年
十
一
月
廿
（
八
）

申
山
劉
氏
息
尚
仁
祀
女
眞
石
弟
褒
幼
儒
弟
廣
幼
監
奮
墓
在
焚
陽

三
二

（
亡
）
假
葬
建
康
縣
石
子
岡
在
陽
大
家
墓
東
北
（
四
）
丈
妻

　
　
も
と

　
晋
の

故
の
豫
章
の
内
史
陳
國
陽
夏
の
謝
観
〔
字
は
〕
幼
輿
、
泰
寧
元
年
十
一
月
廿
八
〔
日
〕
亡
す
。
建
康
縣
石
子
岡
に
椴
葬
す
。
陽
大

の
家
墓
の

東
北
四

丈
に
在
り
。
妻
中
山
の
劉
氏
、
息
尚
〔
字
は
〕
仁
組
、
女
眞
石
、
弟
褒
〔
字
は
〕
幼
儒
、
弟
廣
〔
字
は
〕
幼
監
。
奮
墓

は
炎
陽
に
在
り
。

　

「
文
物
」
一
九
六
五
年
第
六
期
に
紹
介
さ
れ
た
「
南
京
戚
家
山
東
晋
謝
服
墓
簡
報
」
に
よ
っ
た
。
括
弧
内
の
字
は
、
す
で
に
け
ず
り

取
ら
れ
、
残
留
の
痕
　
よ
り
推
測
し
て
入
れ
た
字
で
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
謝
服
は

「
晋
書
」
四
十
九
に
傳
の
見
え
る
謝
鰻
の
こ
と
で
あ
る
。
金
石
文
で
は
、
魚
に
從
う
字
を
角
に
從
は
せ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

例

え
ば
、
鮮
字
を
角
へ
ん
に
羊
に
作
り
、
鰹
字
を
角
へ
ん
に
衆
に
作
る
な
ど
こ
れ
で
あ
る
（
洪
遥
「
隷
繹
」
・
那
膨
「
金
石
文
字
班
異
」
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

を
見

る
と
よ
い
）
。
因
に
、
鰻
・
探
は
聲
近
く
義
通
ず
る
（
雷
凌
「
説
文
外
編
」
＋
一
）
。
内
史
は
、
　
「
晋
書
」
職
官
志
に
よ
る
と
、
「
郡
に
皆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
太
守
を
置
く
、
…
…
…
諸
王
國
は
内
史
を
以
て
太
守
の
任
を
掌
ら
し
む
」
と
あ
る
か
ら
、
諸
王
の
封
ぜ
ら
れ
た
國
で
は
、
太
守
の
こ

　
　
ヘ
　
　
へ

と
を
内
史
に
掌
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
從
っ
て
豫
章
郡
の
長
官
は
太
守
で
あ
っ
て
内
史
で
は
な
い
。
「
晋
書
」
本
傳
に
は
、
「
（
王
敦
）
、
鰻

を
出
し
て
豫
章
の
太
守
と
爲
す
」
と
言
う
。
東
昔
で
は
豫
章
郡
は
江
州
に
閨
し
（
「
誉
書
」
地
理
志
下
）
、
王
敦
は
す
で
に
こ
の
地
方
の
實

力
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
或
は
豫
章
郡
の
太
守
の
こ
と
を
内
史
と
言
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
未
詳
。
陳
國
陽
夏
は
、
後
漢
時
代
の
地
名
で
表

現

し
た
。
今
の
河
南
省
太
康
縣
の
地
。
晋
代
の
司
州
に
属
す
る
が
、
永
嘉
以
後
、
旬
奴
の
劉
氏
に
論
没
し
た
。
當
時
の
習
慣
と
し
て
父



祀
の

出
身
地
で
あ
る
本
籍
を
名
の
っ
た
の
で
あ
る
。
泰
（
1
1
太
）
寧
元
年
は
、
明
帝
の
永
昌
二
年
（
三
二
三
）
三
月
朔
に
太
寧
と
改
元
し

た
。
「
三
正
綜
覧
」
に
よ
る
と
、
太
寧
元
年
十
一
月
朔
が
太
陽
暦
（
ユ
リ
ウ
ス
暦
）
の
十
二
月
十
四
日
で
あ
る
か
ら
、
二
十
八
日
は
三
二

四

年
一
月
十
日
に
當
る
。
「
昔
書
」
本
傳
に
よ
る
と
、
こ
の
時
か
ぞ
え
年
で
四
十
三
で
あ
っ
た
と
い
う
。
太
・
泰
は
、
音
義
通
ず
る
。

假
葬
は
、
祀
先
の
墳
墓
の
あ
る
榮
陽
（
今
河
南
省
榮
陽
縣
）
は
す
で
に
前
趙
（
旬
奴
の
劉
氏
）
の
支
配
下
に
在
り
、
蹄
葬
す
る
こ
と
が
で
き

な

い

の

で
建
康
に
假
葬
し
た
。
漢
か
ら
惰
唐
の
交
ま
で
は
、
退
官
し
た
官
吏
は
皆
な
本
籍
地
に
蹄
り
、
任
地
で
卒
し
た
も
の
も
租
墳
に

葬

ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
唐
宋
の
士
大
夫
は
、
仕
官
し
て
任
地
で
卒
す
る
と
そ
こ
で
葬
り
、
終
身
そ
の
郷
に
蹄
ら
ず
、
子
孫
は

そ
の
地
に
寄
寓
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
明
初
に
廻
避
の
法
が
興
り
、
又
た
科
翠
の
籍
が
固
定
し
た
た
め
退
官
し
た
官
吏
は
皆
な

本
籍
地
に

婦
る
よ
う
に
な
り
、
唐
宋
以
來
の
士
大
夫
流
寓
の
風
は
漸
く
息
む
に
至
っ
た
。
史
を
讃
む
も
の
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。
陽
大

は
、
陽
家
の
長
男
の
意
。
大
は
排
行
第
一
を
言
う
語
。
妻
中
山
の
劉
氏
と
あ
る
が
、
妻
は
姓
を
稿
し
て
名
は
書
か
な
い
の
が
通
例
で
、

こ
と
に
文
集
に
碑
誌
を
牧
め
て
後
世
に
傳
え
る
場
合
に
は
、
未
婚
の
幼
女
の
名
以
外
は
、
婦
女
の
私
名
は
書
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た

だ

し
、
土
申
に
埋
め
る
墓
誌
に
は
書
い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
（
例
え
ば
、
趙
萬
里
「
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
集
稗
」
圓
版
二
八
三
を
見
よ
）
。
謝
鰻
の

子
筒
、
字
は
仁
祀
の
傳
は
「
晋
書
」
七
十
九
に
見
え
、
升
平
の
初
め
、
歴
陽
で
卒
し
た
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畢
）

注※
　
遷
葬
は
、
経
傳
で
は
生
時
に
夫
婦
で
な
か
っ
た
も
の
を
死
後
に
合
葬
す
る
こ
と
を
言
い
、
こ
れ
は
嫁
膓
と
と
も
に
人
倫
を
乱
す
と
し
て
禁
止
さ

　
れ
た
。
こ
こ
で
は
遷
葬
を
改
葬
の
意
味
に
用
い
て
い
る
が
、
改
葬
の
こ
と
が
記
録
に
見
え
る
の
は
、
唐
の
李
陽
泳
の
「
三
墳
記
」
・
「
栖
先
螢
記
」

　
が
、
李
曜
卿
兄
弟
三
人
の
三
墳
を
改
葬
し
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
の
が
最
初
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
（
碑
は
西
安
府
學
に
在
り
蒙
書
で
、
王
茄

　
「
金
石
奉
編
」
九
十
四
に
牧
む
）
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
管
郭
（
管
公
明
・
郭
景
純
）
の
道
を
得
た
方
士
部
樫
が
地
相
が
不
吉
で
あ
る
と
す
る
の
で
、

　
新
に
地
を
ト
し
て
改
葬
し
た
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
堪
輿
家
（
形
家
と
も
言
う
）
が
地
を
ト
し
て
改
葬
す
る
こ
と
は
唐
代
に
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

地
券
徴
存
考
繹

三
三



申
国
思
想
史
研
究

三
四

東
漢
の
世
に
改
毯
の
事
が
あ
っ
た
か
否
か
は
た
い
へ
ん
疑
わ
し
い
。
李
陽
泳
は
、
字
は
少
温
、

譜
」
に
見
え
る
と
い
う
。
こ
の
名
字
は
木
華
が
「
海
賦
」
の
「
陽
泳
不
冶
」
の
義
を
取
る
か
。

え
、
手
西
に
從
う
形
聲
字
で
あ
る
。

趙
郡
の

人
、
李
白
の
從
叔
な
る
こ
と
が
「
宣
和
書

因
に
、
　
「
栖
」
字
は
遷
の
古
文
で
「
説
文
」
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
〇
・
九
・
二
〇
）


